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はじめに 

 

2021 年 6 月 24 日、中国共産党の広報誌、『人民日報』は「工業汚染対策の模範」をタイ

トルに、中国・湖南
こ な ん

省のもっとも大きな河川である湘
しょう

江
こう

の川沿いに立地する清水塘
きよみずとう

工業団

地について報道した。図 1 にあるこの団地は、1956 年に国家第１年 5 ヵ年開発計画の重点

プロジェクトとして建設され、かつては最高年間 300 億元以上の生産高を創出し、地元の経

済発展に大きく貢献してきた（人民日報 2021）。しかしながら、そこで金属製品や化学製品

の大量生産・加工は湘江流域の大きな汚染源にもつながった。汚染対策を推し進めるために、

そこで活動していたすべての 261 社の企業が閉業・移転したことより、清水塘工業団地の栄

光と影の入り交じった歴史は 2018 年の冬の夜に幕を閉じた。そして 2022 年にかけて世界

銀行の融資プロジェクトにより、元の敷地で汚染された土壌の除染作業が実施され、再開発

が進められている。 

 

 

図 1 2017 年（左）と 2022 年（右）の清水塘工業団地 

（出所）（左）新華網（2019）より引用、（右）2022 年 9 月 18 日に筆者撮影 

 

人民日報の取材をうけたとき、清水塘工業団地の汚染対策を紹介する地方政府の職員は、

「壮士断腕（毒が全身に回らないよう腕ごと切り落とす）」という比喩を使った（人民日報 

2021）。従来の経済的支柱であった工業団地を切り捨てることは地元の経済社会にとっては

痛いことであろう。清水塘工業団地のような大規模な移転・廃業は特殊な例ではない。2012

年に湘江流域の汚染対策は湖南省政府の「第一の重点事業（一号重点工程）」となってから、
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従来の主要な工業団地と鉱山1で広く展開していた。2013 年から 2018 年にかけて、2 千社以

上の工業企業は廃業・移転した2。このことは地方の経済社会に大きな影響を及ぼすことは

言うまでもない。 

これほどの経済的な影響にもかかわらず、湖南省政府はこのような汚染対策を断行した。

実際には、湘江流域において湖南省政府による汚染対策は早くも、1979 年に「湘江水系保

護の臨時条例（湘江水系保护暂行条例）」の公表から始まっていた。長年の汚染対策の実施

により、かつて「中国で汚染がもっとも深刻な河川」（中国科学院地理研究所・湖南省環境

保護科学研究所 1978）であった湘江は、2011 年時点では、水質は安定した「良」で一部の

地域ではさらなる改善の傾向にある。また、流域の大気の質も「良好」である（湖南省生態

環境庁 2012）。 

ここで、湖南省政府は、なぜ人々の生活が貧しい 1970 年代から汚染対策を始めたのか、

という疑問が生じる。そしてなぜ、GDP 成長率は右肩下がりになった32010 年代に入った後、

環境汚染がかなりの程度で改善されていたにもかかわらず、さらに経済的な影響の大きい

環境政策を実施したのだろうか。 

従来の研究による環境政策史の書き方を鑑みれば、経済開発は環境保全に先立つという

ストーリーは一般的である。英国と米国といった先進諸国は産業革命や土地開拓による環

境破壊の深刻化を経験してから、自然環境の保全に着手した。日本社会においても、1960 年

代の高度経済成長と同時に公害病が社会問題として表面化した後、環境保護は生活上の権

利としての意識が定着してきた（石 2003）。発展途上国の環境問題めぐる議論においても、

ブルントラント委員会の「われら共通の未来」（WCED 1987）が代表するように、環境保全

には経済開発による貧困の撲滅が必要であると指摘されてから久しい。中国の環境政策史

も例外ではなく、開発に偏った政策による環境破壊の深刻化を経て、一定の経済水準に達し

てから環境重視へと転換した歴史として書かれていた（蔡ら 2020，何ら 2015）。 

しかし、湖南省の歴史をみると、環境保全と経済開発との緊張関係は、1970 年代早々で

改革開放と同じ時期に始まった湘江流域の汚染対策の歴史を貫いてきたはずである。湘江

流域の汚染対策の変容を、経済開発の優先から環境保全の優先への転換として捉えるのは

妥当とはいえないようである。 

 

1 汚染対策の重点対象となる 5 つの工業団地・鉱山は、株
かぶ

洲
しゅう

・清水塘
きよみずとう

、湘潭
しょうたん

・

竹埠港
たけふこう

、衡
こう

陽
よう

・水口山
みずくちさん

、長沙
ちょうさ

・七宝山
しちたからやま

、娄底
ろうそこ

・錫
すず

鉱山
こうざん

である（湖南省人民政府 2013a）。 
2 2013 年から 2015 年の 3 年間、1182 社の工業企業が湘江流域から去っていった（湖南

省人民政府 2016）。さらに 2015 年から 2018 年の 3 年間、1034 社の工業企業は廃業・移転

した（湖南省人民政府 2018）。 
3 2010―2020 年にかけて、湖南省の GDP 成長率は低下する一方であり、年別推移は次

の通りである：14.5%（2010 年）、12.8%（2011 年）、11.3%（2012 年）、10.1%（2013 年）、

9.5%（2014 年）、8.5%（2015 年）、8.0%（2016 年）、8.0%（2017 年）、7.8%（2018 年）、

7.6%（2019 年）、3.8%（2020 年）。なお、2021 年の GDP 成長率は 7.7%に回復した（湖南

省統計局 2022）。 
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つまり、「昔は開発至上であった」という固定観念から脱却し、歴史のなかで汚染問題の

捉え方はどのように移り変わってきたのかを問い直す必要がある。開発優先だと思われて

きた歴史を問い直さない限り、環境汚染はいつまでも経済開発の負の作用とみられ、環境政

策そのものによって温存されてしまうであろう。 

以上の問題意識を踏まえ、本研究は、湖南省政府の湘江流域の汚染に対する捉え方はどの

ように変容してきたか、という問いに取り組む。この問いに答えるため、本研究の構成は以

下の通りである。 

第 1 章では、中国の地方政府の開発至上主義をめぐる議論とその展開をたどり、そのよう

な想定に異議を唱える理由を述べる。そして地方における環境政策の展開をめぐる既存の

研究を検討したうえ、本研究のアプローチを提示する。 

第 2 章において、研究背景として、中国湖南省の湘江流域の基本情報について大まかな把

握をし、湘江流域における環境汚染と経済開発の小史を概観するとともに、本研究の調査内

容を述べる。 

続く第 3 章では、その時々の時代の文脈の中で形成された湖南省政府の汚染をめぐる政

策理念を掘り起こす。そして、それはどのように湘江流域の汚染対策のあり方に影響を与え

てきたのかを明らかにする。 

最後の第 4 章で本研究の問いに答えて、結論を述べる。汚染をめぐる政策理念を辿ると、

それぞれの時代に湖南省政府が求めていた経済と環境の両立のあり方と、汚染問題は長ら

く持続してきた理由が見えてくる。その歴史は、開発至上主義から環境配慮への転換という

単純な図式ではないことを主張したい。最後に、今後の研究課題を述べ、論文を締めくくる。  
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第1章 先行研究と本研究のアプローチ 

1.1 中国の地方政府は開発至上主義か 

中国の開発至上主義が環境破壊を招いたと批判した海外の学者は少なくない。学術的な

権威を有する彼らの本は中国語に翻訳され中国においても広く読まれている。そのなかで

代表的な本は、Elizabeth C. Economy の The River Runs Black（2004）である。Economy（2004）

によると、中国における環境問題は、何百年も続いてきた過度な開発に起因するものであり、

共産党が指揮する大躍進運動や改革開放によって深刻になった。「環境を代償にして経済を

早く成長させる」こと、「人間の需要のために環境を搾取する」ことは中国の歴史に「長く

根深く定着した伝統（ long, deeply entrenched tradition）」であると Economy（2004：55, 59）

は言う。 

むろん、Economy は中国政府が早くも 1970 年代から環境保護政策を策定したことを見て

いた。1973 年に第 1 次全国環境保護会議が北京で開催してから、中国において国家レベル

の環境制度づくりは始まり、法律・政策が徐々に整備されていった。国レベルの環境政策が

整えた一方で、環境汚染が深刻化していくという状況を目の前にして、Economy は環境政

策の実施を担う地方政府に開発至上の姿を求めた。Economy（2004）によると、中国の多く

の地方政府は経済開発を優先し環境政策の実施を後回しにするため、汚染が深刻になって

いく。中国語と日本語の文献においても、経済的に遅れている地方では、地方政府は近視眼

的な経済利益を求めて開発優先の傾向が強く、中央政府の指針を恣意的に歪曲するため、環

境への法規制の実効性が低いという指摘が目立つ（何ら 2015，中村 2007）。このような現

象が生じる背景は、改革開放と伴って中国における国家権力は、環境と経済市場を管理する

権力を含めて、かなりの程度で地方政府に分権していることである4。 

Economy（2004）による地方政府に対する開発至上主義の指摘を受け止めた研究者は、国

が定めた環境法や環境政策が地方においてどのように実施されたがを検証していた（たと

えば、Van Rooij and Lo 2010，Kostka and Mol 2013，Van Rooij et al.2017）。それらの検証から

導い出された共通の結論は、目先の利益を優先する地方政府は、中央政府による直接な監視

や規制が十分ではないかぎり、国の政策を忠実に実施することは難しいということである

（Van Rooij and Lo 2010，Kostka and Mol 2013，Van Rooij et al.2017）。よって、環境問題を緩

和するため、中央政府が地方政府を監視し評価し、地方政府職員の行動を制限するような仕

組みを強化することの重要性が指摘された（Liang and Langbein 2015，Wong and Karplus 2017）。

さらに、環境分野においてだけでなく、経済分野の課題をめぐって似たような指摘がある。

中国はさらなる経済発展を成し遂げるために、より強力的な中央集権的な管理体制が望ま

しいという主張も高まった（Pei 2006，Hung 2008）。これらの研究のすべては、Economy（2004）

による地方政府は環境を代償にしても開発を優先するという指摘を引用しながら、環境的

にも経済的にも持続可能な開発を実現するのに、中央政府の権力を強化すべきという結論

 
4 中国は中央集権と権威主義のイメージが強いが、実際には行政機関の規模から見ても

財政の規模から見ても、地方分権の度合いは高いといえる（周 2017）。 
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に至った。 

中央政府の権力拡大に向かった議論の展開は、実は Economy（2004）の本意に反するもの

であるといえよう。Economy 本人は著書の中では、「より広い市民参加、より有力な市民社

会」という民主主義こそ中国をグリーンに向かわせる道であると予想していたのである

（Economy 2004：282）。このような矛盾が生じたのは、Economy が中国の環境問題を検討

する際に、地方政府を開発に対して貪欲で、環境に対して無関心な張本人と仕立てたからで

ある。地方政府は開発に酔心していることが環境問題を引き起こす原因であれば、それを規

制すべきであり、後継の議論は直ちに中央集権と管理の強化に向かっていった。 

このように、地方における環境問題の起因を単純に開発至上という志向に帰結した途端、

環境管理の強化は由緒正しいこととなり、環境政策の実施プロセスに潜む人間社会への影

響は視野から消えてしまう。しかし、環境問題を改善しようとする環境政策はかえって環境

問題を温存するもしくは悪化させることはないか。この議論をはじめたいならば、まずは地

方における環境政策自体はどのようなものであったか、それは人間社会にとってどのよう

な意味があったかを問わなくてはならない。にもかかわらず、研究者らの視線はついつい開

発至上主義の地方政府という固定観念に惹かれてしまう。 

ここで、筆者は地方政府が開発至上主義的な政策に偏るという想定そのものに異議を唱

えたい。そもそも、Economy によって仕立てられた開発至上という地方政府の志向は、あく

まで当時の環境問題の実態から推測された結果であり、地方政府の政策文書から抽出され

た意図ではない。もし、Economy の推測が真であり、地方政府は経済的に豊かになるまで環

境対策を後回しにするのであれば、地方において経済産業関連の汚染は、経済成長の初期段

階では増大し、ある所得水準を超えると減少するという軌跡になるはずである。いわゆる、

Grossman and Krueger （1991）が最初に提示した環境クズネッツ曲線5のような軌跡である。 

湖南省の事情が環境クズネッツ曲線仮説に当てはまるかについて検証した研究はいくつ

か存在するが、結論は大きく異なっている。2003－2014 年のデータを用いた馬・李（2017）

の検証によると、湖南省における汚染は概ね環境クズネッツ曲線と適合しないものの、経済

成長とともに汚染は急速に深刻化しつつある。一方で、李・華（2016）は、2005－2011 年の

データを用いて検証し、馬・李（2017）と同じく環境クズネッツ曲線と合致しない結果が出

たが、湖南省では経済成長とともに環境汚染が改善されているという逆の結論を付けた。さ

らに、1995－2014 年のデータを用いた田ら（2016）と 1988－2015 年のデータを用いた賀

（2017）によれば、汚染物の種類によって、経済成長との相関関係、または都市化、工業化

との相関関係は異なるのである。 

 
5 環境クズネッツ曲線は、一人当たり所得水準と様々な環境汚染との間の仮説的関係を

表すものであり、所得を横軸に、環境汚染を縦軸にとった平面における逆 U 字曲線とな

る。転換点を迎えるまでは経済成長は不可避的に環境汚染の増大をもたらすが、ある所得

水準を超えると、経済成長による資本蓄積により汚染防止への投資が進み、環境を改善す

るようになる（Shafik 1994, Grossman and Krueger 1995）。 
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つまり、既存の定量研究では、湖南省において経済開発と環境汚染の関係についてまだ合

意された定説がなく、定量分析の時間スパンや指標の選択によって検証結果は大きく異な

る。何はともあれここで言えることは、図 2 が描いたように、湖南省において工業廃水の

汚染は 1980 年代から概ね減少する傾向にあり、1990－2010 年代の高度経済成長と伴って急

上昇することはなかった。もし湖南省政府は Economy（2004）の言うように開発至上の地方

政府であったら、この傾向にはならないはずである。このデータから見ると、「中国の伝統」

たる開発至上主義は、湖南省政府にはうまく適用できないようである。 

では、本研究の問いたい、「湖南省政府の湘江流域の汚染に対する捉え方はどのように変

容してきたか」を解き明かすため、中国の環境政策はいつからどのように始まり、そして地

方における環境政策の展開はどのようなことに影響されるかを知っておく必要がある。そ

れの先行研究を次にみてみよう。 

 

 

図 2 湖南省の GDP と工業汚染発生量の年別推移 

（出所）湖南省統計局の 1987―2021 年「湖南統計年鑑」および湖南省生態環境庁の 2016－

2020 年「湖南省生態環境統計公報」をもとに筆者作成6 7 

 
6 1985 年以前の汚染発生について、湖南省統計局もしくは湖南省環境保護局による公式

データは見当たらなかった。 
7 湖南省政府の統計では、2007 年から「工業 SO2排出量」という項目が使われ始め、

2011 年から「工業廃ガス排出量」という項目がなくなった。そのため、2007 以降の工業生

産による大気汚染を表すデータは、「工業 SO2排出量」を用いる。 
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1.2 環境政策の始まりと地方における展開 

1972 年以前の中国では、体系化された環境保護政策もなければ、中央政府のなかで環境

保全に特化した部門もなかった。地方においても同様である。中央政府のなかで、環境政策

を考案する最初の動きは、周恩来総理によって推し進められていた。周恩来総理は日本の公

害8問題を鑑みて環境汚染に強い関心をもっていたのである。周は時々国務院の委員たちと

公害問題ついて話し、環境保護関連の内容を国民経済計画に入れるようと指示した（曲 

1997a）。衛生部門に対しても、周は日本人留学生と会談した内容を述べ、「彼らによると、

日本では内陸において汚染が多ければ、海においても汚染水が多く、魚は全滅した」と、中

国で早急に汚染対策を取る重要性を強調していた（国務院環境保護領導小組弁公室 1977：

464）。さらに、1970 年、日本の記者中野紀邦が中国を訪問した際に、各中央省庁の委員た

ちは周の指示により、半日かけてその記者による日本の公害問題に関する報告を聞いた（曲 

1997b）。だが、当時、文化大革命の政治的な雰囲気において、中国では汚染問題は存在しな

い、もしくは存在するとしても西側諸国に学ぶものはないと思う人は多かったようである

（曲 1997a）。 

このような雰囲気を打開するきっかけは、1972 年ストックホルムで開催された国連人間

環境会議である。中国政府の代表団はこの会議に出席した。代表団の一員、のちに国家環境

局の初代局長となった曲格平（1997a）の回想によると、中国代表団は帝国主義国家と闘争

するために国連会議に出席しただけであり、帰国後に中央に提出した会議報告では環境と

開発について一言も言及しなかった9。ただし、この会議により外国に広まる環境問題の深

刻さを知ったことで、中国の環境問題への懸念は中央政府の一部の人10において共有される

ようになった。そして彼らによって環境政策を整備すべきという認識は中央政府のなかで

広まっていった（曲 1997a）。 

そういった国際的な動向に影響されると同時に、1970 年から 1972 年の国連人間環境会議

までの間、中国国内においていくつかの大規模な公害事件が発生した。特に 1971 年 3 月に、

北京の官庁ダムで、魚の大量死亡と住民中毒の事件は大いに注目された。この事件が国務院

に報告された後、国家計画委員会、建設委員会と北京革命委員会は事件調査組を立てた（曲 

1997b）。この調査は中国初の汚染事故調査であり、この事件と対処する措置は中国初の汚染

対策事業となった（蔡ら 2020）。 

 
8 言語学の研究で、中国語での「公害」は日本語からの借用語であることが確認された

（侯・袁 2016）。 
9 原文の「中国代表団の人間環境会議への出席の報告（中国代表团出席人类环境会议情

况的总结报告）」（曲 2010：213―217）を参照。当該報告は、「いわゆる国際環境会議は、

主に政治的闘争であった」と述べたうえ、メインの報告内容は、アメリカがインドシナ半

島で行っていた戦争への途上国による反対と、「人間環境宣言」の内容をめぐって途上国

と先進国との対立と交渉、そしてそういった交渉過程の振り返りと反省であった。 
10 曲格平（当時の国務院計画起草小組のメンバー）、余秋里（当時の国家計画委員会主

任）、李先念（当時の中国共産党中央委員会副主席）など（曲 1997a） 
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このように、国際的な動向と国内環境問題の顕在化により、1973 年に第 1 次全国環境保

護会議が北京で開催し、国レベルの環境対策が始動した。当時はまだ文化大革命の真っ只中

だが、周恩来総理はとりわけ環境政策の整備を強く支持したのと、中央政府で大きな権力を

握る「四人組」11は権力闘争に没頭して環境保護に気をかけないから、全国環境保護会議は

無事に開催できた（曲 1997b）。その後、中央において、環境保護を担当する部署は 1973 年

に設置され、最初の都市農村建設環境保護部に所属した一つの部門から、数回の改組を経て

1998 年に国務院に直轄する国家環境保護総局となった。また、中国初めての環境法、「中華

人民共和国環境保護法」は、改革開放の方針が決められた 1978 年の翌年に可決された。 

それから、中央政府の環境理念と法規制は徐々に整備されてきたが、1989 年に環境保護

法で定められた「環境保護目標責任制度」により、環境保護の推進に関して責任を地方政府

に負わせた。環境政策の展開は地方によって大きく異なっている（Economy 2004）。国の定

めた環境政策を執行するのに、地方政府の財政の負担が大きいため、政策執行の成否が、地

方政府の意志および行政能力にかかっている（大塚 2008）。同時に、各地方の自然・経済条

件が大きく異なるため、地方政府には中央政府の政策を適宜に解釈する裁量が存在してお

り、ときには中央政府の政策に抵抗することもある（Gallagher and Xuan 2019，三宅 2006）。

では、地方における環境政策の整備と実施を促す、もしくは妨げる要因はどのようなものが

あるか。 

地方における環境政策は国家政策の指向によって変容することは言うまでもない。前述

した 1973 年の全国環境保護大会が開催されてから、中央政府の動きを受けて、湖南省政府

も、中央政府の制定した法律・規則に沿って環境部門の設立と環境政策の整備を始まった。

国家の動向に沿って地方の環境政策を制定・執行する以外に、2000 年代から中央政府は「科

学発展観」、「資源節約型、環境友好型社会」、「生態文明」などの中国の特色のある環境理念

を打ち出したことに影響され、湖南省における環境政策の政治的な重要性もますます高ま

った（李・黄 2017）。 

地方政府は中央政府が作り出した環境政策を受け身に取り組むだけではなく、自主的に

汚染対策を推進することもある。各省の政府指導者が中央に任命されるが、彼らは単なる執

行者でなく、中央の政策決定に深く関与している。中央が重大な政策の調整をする前には常

に地方政府と協議するのである（周 2017，三宅 2006）。このような前提に加えて、Economy

（2004）は、地方政府の指導者は環境問題に関心が強い地方においては、環境問題は改善さ

れ、そうではない地方の環境政策は遅れると指摘した。湘江流域の汚染対策は、湖南省政府、

とくに省長のインセンティブによって強力に押し進められた時期がある（李・黄 2017）。2008

年に、当時の湖南省の省長である周強は、3 年にわたる水汚染対策プロジェクトを作り上げ、

2010 年に「湘江を東のライン川に」という目標を掲げた。その目標をむけて湖南省政府が

積極的に中央政府と交渉したゆえに、湘江流域の汚染対策は 2011 年に国家事業になった。

 

11 文化大革命を主導した 4 人の政治家、江青・張春橋・姚文元・王洪文。 
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こうした湖南省政府の自主的な取り組みは、省内の汚染事件をめぐる世論の高まりによっ

て促されたとの指摘もある（李・黄 2017）。 

また、地方政府の環境政策の整備と環境問題の改善は、国際協力関係に影響される。

Economy（2004）も特にこの点の重要性を指摘した。主要な援助供与国や国際開発機関では、

1980 年代以降の開発援助批判を受けて、「持続可能な開発」をその目標として掲げるように

なった（森 2009）。なかでも、日本の開発援助は 1985 年から 2001 年まで DAC 諸国の対中

二国間援助のうち常時半分以上の援助額を占めていた（丸川 2004）。日本が中国に対して環

境分野の円借款を初めて供与したのは 1988 年であり、1996 年からの第 4 次円借款では環境

分野の事業は件数・供与額とも飛躍的に増加した。湘江流域における汚染対策は、かつては

日本の第 4 次対中円借款をうけて実施されていた。1997 年から 2005 年までの円借款事業と

しての「湖南省湘江流域環境汚染対策事業」は、湖南省政府内において部局間の連携体制の

構築と、技術や情報の普及といった効果をもたらした（森ら 2008）。 

しかし、地方政府は中央政府が制定した環境政策を執行しない、もしくは執行に怠けるこ

とはしばしばある。地方における環境政策の展開の阻害要因として、地方の行政機関同士の

権限争いと、行政機関と企業との癒着構造が挙げられる（Economy 2004）。湘江流域の汚染

問題をめぐって、湖南省における各レベルの政府について同じような課題は指摘されてき

た（劉・李 2014，羅・謝 2016）。特に、湘江流域は 9 の市の行政区を含むため、上流と下

流の地域間における利益の矛盾が調和しにくいことは長年の課題である（豊 2018，黄 2015，

陳・廖 2013，馬 2013）。環境部門の職員が汚染企業を庇う汚職事件も少なくない（黄 2022）。 

以上の先行研究をまとめると、湘江流域における汚染対策の展開と変容を促す要因につ

いて、中央政府の環境政策の指向、湖南省政府の自主的な取り組み、環境分野の国際協力が

挙げられる。その反面、環境政策の阻害要因となるのは、行政機関同士の利益争いと、行政

機関と地元企業との癒着関係があるといえる。 

 

1.3 先行研究の課題と本研究のアプローチ 

これまでの先行研究は、環境政策の変容をもたらす要因の抽出と検証に力を注いだが、そ

れらの要因が引き起こす結果の中身を十分に議論してこなかった。つまり、本研究の「湖南

省政府の汚染問題に対する捉え方はどのように変容してきたか」という問いに対して、先行

研究は環境政策の移り変わりに着眼し変化を促す力を提示してきたが、その変化は一体な

にを意味するのかについて答えていない。政策の変容は通常漸進的であるため長期的視点

で見ないと分かりにくいが、これらの研究は新たな施策の導入時期およびその前後の短い

期間のみを考察の対象としたからと考える。 

また、先行研究は地方政府の政策を分析しようとしたのに、汚染問題の実態から政府の意

図を推測する、もしくは既成の政策が自然環境にもたらす影響を分析することが多い。地方

政府は、実際に文書のなかで、どのように汚染を定義し、環境と経済との関係を捉えてきた

かはなかなか注目されない。もちろん、政府の机上の政策と実態が乖離する現象はどこにお
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いても多いし、地方政府は開発至上であると主張する人は政府文書に環境保護が書かかれ

てもそれは建前の言葉にすぎないと思うのであろう。ただし、紙面の環境政策が忠実的に実

施されにくい理由は上述の研究ですでに検討された。筆者が問題視するのは、地方政府がど

のように汚染問題を語ってきたかを見向きもしないままで、地方政府は経済的に豊かにな

るまで開発を優先すると批判すること、そして汚染問題を易々と地方政府の開発至上主義

に帰結することである。 

つまり以上の先行研究は、目前の変化のみに焦点を合わせて政策の変容を「スナップショ

ット」（ピアソン 2010［2004］）として捉えていたこと、そして地方政府の自ら語った汚染

問題とはなにかを見なかったことという 2 つの課題がある。それを乗り越えるため、本研究

が用いるアプローチは、湖南省政府の文書を分析対象とし汚染をめぐる政策理念の歴史を

追うことである。 

理念を跡付けることで環境政策に関するどのような知見が得られるだろうか。「理念

（Idea）」は、政策分析において説明の要素の一つであり12、「個人または集合的なアクタ

ーのなかで社会的・歴史的に構築された信念と観点」と定義される（Béland 2019）。アクタ

ーが政策の選択肢を選ぶ際に、利益に対する認識、すなわち選好は常にこうした外部環境に

対する理解と解釈によって裏付けられる。つまり、理念はどの課題は重要であるもしくは重

要ではないかを左右し、政策の目標と戦略を方向づける（Béland and Cox 2011）。  

そう考えると、それぞれの時代において、湖南省政府の汚染をめぐる理念はやがて、その

時代における汚染対策の方向性を規定しながら、対策の合理性を裏付けるものとなる。本研

究は、湖南省政府が湘江流域の汚染とそれへの対策を説明するために発展させる理念に焦

点を当てたい。それを読み解く過程において、湖南省政府が実現可能だと考えた経済と環境

の両立のあり方が映り出されるのであろう。 

 

  

 
12 理念のほか、「制度」（institution）、「利益」（interest）という説明要素がある（Parsons 

2007， 藤井 2021）。制度とは一定の持続性を有するルールと組織化された慣行であり、

アクターの外部に存在しており、アクターにとって何が実行可能かに関する選択肢の幅を

提供する（Rhodes et al. 2008）。一方で、利益の視点からの政策分析は、合理的選択論に基

づくものであり、アクターはつねに自らの利益を最大化しようと行動すると仮定する（ピ

アソン 2010［2004］）。換言すると、利益はアクターがどの選択肢を選べるかを左右す

る。 
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第2章 湘江流域と調査概要 

2.1 中国湖南省・湘江流域の基本情報 

湖南省は、長江
ちょうこう

の中下流にあり、図 3 の左の赤い部分が示した地域である。湖南省は、

経済的に先進的な東部エリアと貧困率の高い西部エリアとの間の、中部エリアに位置する。

多くの丘陵・山岳地帯を有し、石灰岩、鉄亜鉛、アンチモンなどの鉱物の埋蔵量が豊富であ

るため、湖南省は「非鉄金属の郷（有色金属之乡）」と讃えられている。このような自然資

源の優位性をもつことによって、湖南省では、金属精錬などの工業生産が盛んでいる。湖南

省の工業の生産額が同省の GDP を占める割合は、2011 年にピークを迎えて 47.0%であり、

2021 年時点では 39.3%である（湖南省統計局 2022）。 

 

 

図 3 中国・湖南省と湘江流域の位置 

（出所）（左）Bing ©GeoNames, Microsoft により筆者作成、（右）湖南省人民政府（2013b）

により引用 

 

湖南省の「母となる川」と呼ばれる湘江は、広西チワン族自治区の海洋山を水源として北

へ流れ、長江右岸の洞庭湖に注ぐ湖南省最大の河川である。湘江の湖南省内での全長は 670

㎞、年間の平均流量は 722 億 m³であり、その豊かな水資源は湖南省の自然環境と人間社会

を潤している（湖南省人民政府 2013b）。 

湘江流域とは、湖南省政府が 2013 年に公表した「湘江流域の科学的発展のマスタープラ

ン（湘江流域科学发展总体规划）」の区画によると、図 3 の右で示した区域を指して呼ばれ

ている。長沙
ちょうさ

、湘潭
しょうたん

、株
かぶ

洲
しゅう

、衡
こう

陽
よう

、郴州
ちんしゅう

、永州
えいしゅう

、娄底
ろうそこ

、邵
しょう

陽
よう

、岳
がく

陽
よう

という 9 の市を覆う

総面積 8.5 万 km²の範囲となる。 

湘江流域は、湖南省のなかで工業化と都市化が先んじて盛んになったエリアである。省内

の 7 割の大・中企業はここに集まり、非鋼金属の製錬、化学製品の生産、大型機械の製造な



 

12 

 

どを行っている。2021 年のデータを見ると、湘江流域に生息する 4599 万の人口（湖南省総

人口の 69.2％）は、12205 億元の GDP（湖南省 GDP の 79.89％）を生み出している（湖南省

統計局 2022）。 

湘江流域の企業は湖南省の GDP の 8 割近くを支えながら、その盛んな工業生産は汚染問

題につながっていた。1978 年の中国科学院の調査報告によると、湘江は当時全国でもっと

も汚染が深刻な河川の一つである（中国科学院地理研究所・湖南省環境保護科学研究所 

1978）。そのような状況を招いたのは工業生産であり、1995 年、湖南省の工業廃水排出量は

全国第 3 位、工業排ガスの排出量は全国第 5 位であった（湖南省地方誌編纂委員会 2001）。

また、2003-2004 年、湘江流域の主要な工業都市である株洲は、2 年連続で全国大気汚染ワ

ースト 10 都市ランキングに入った（人民日報 2021）。長年わたって湘江流域の汚染は深刻

であった。 

 

2.2 湘江流域の開発と環境汚染の略史 

湘江流域の開発と汚染の歴史を概観しておきたい。その歴史に踏まえて、汚染をめぐる政

策理念の時代変化の分析を進めるにあたって、時期の区切りを設定したい。 

湘江流域の工業化の歴史は、1920 年の湖南鉱務総局の成立まで遡る。金属鉱石の埋蔵量

が豊かな地域での鉱山開発はそのときから始まった。第１次世界大戦および第２次世界大

戦のなかで、軍事的な需要の増大により鉱石の製錬や機械の製造は盛んになり、加えて上海

などの沿海地域の工場が多く内陸へと遷移したことにより、湖南省にある工場の数は全国

第二位になった。戦争中、工場の廃棄物は一切処理されないまま放出され局部的な汚染とな

ったが13、全体的な工業生産規模は大きくないため、湘江流域の環境はまだ良好であった（湖

南省地方誌編纂委員会 2001）。 

中華人民共和国の建国初期、湖南省の主要産業は農業であり、1952 年の統計データによ

ると、工業生産は湖南省 GDP の 12.3%しかなかった（湖南省志編纂委員会 2001）。1950 年

から国の政策により国民経済の回復と開発が始まり、第 1 次 5 ヵ年計画期間（1953-1957 年）

と三年の大躍進運動（1958-1960 年）の期間で、湖南省は大規模な工業開発を行った。この

時期に、金属精錬、石炭、電力、機械製造、化学製品製造、織物業といった分野の工場が大

量に新設もしくは拡大された。第 3 次 5 ヵ年計画期間（1966～1978）に入った後、特に 1970

年に毛沢東の指示により「十年で工業大省になる」というスローガンを掲げた後、湖南省に

おいて重工業に偏った工業開発のブームが再び高まった14（湖南省志編纂委員会 2001）。 

 
13 1949 年 4 月 13 日、上海の有名な新聞紙『大公報』は锡矿山の汚染を報道した：「この

山には樹木も花草も禽獣もなく、各種の農作物は育てられない。熱い夏なのに、蚊は生え

ない。これは皆、製錬場の煙突が過量に排出するガスによるものである」（湖南省地方誌

編纂委員会 2001）。 
14 1978 年になると、湖南省の工業生産が GDP に占める割合は、1952 年の 12.3%から

40.7%まで上昇した（湖南省統計局 2008）。そして、重工業と軽工業との比例は、1949 年
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この 1950 年代末から 1970 年代までの時期において、工場の廃棄物による公害事故は数

少ないがすでに起きていた（湖南省誌編纂委員会 2001）。しかし、1972 年第 1 回全国環境

保護大会が開催し、「汚染」が環境分野の概念として中国に登場するまで、湖南省政府のな

かで環境保護に特化した部門も政策も見当たらなかった。歴史記録から見つけられる今日

の汚染対策に当たる汚水のモニタリングと処理は、建国から 1960 年代まで、衛生問題とし

て政府の衛生部門が担当していたのである15。しかし、衛生部門による水質のモニタリング

は文化大革命のなかで中断し、データも紛失した（湖南省誌編纂委員会 2001）。つまり、実

態として汚染事故は起きていたにもかかわらず、長い間、環境分野の問題としての汚染は、

政府の視野には「不在」であったといえよう。 

湖南省政府が環境汚染に取り組み始めたのは、文化大革命の最中である。当時の社会は、

政治的に不安定だけではなく、経済的にも厳しい状況にある。重工業の建設に偏った経済開

発に加え、政府機関が正常に機能していなかったことにより、1966－1976 年の十年の動乱

の間、湖南省の GDP は 4 回も下落した16。人々の生活水準もかなり落ちており、1976 年、

全民所有制の工業企業の職員の平均年収は 554 元であり、1965 年と比べても 5 元下がった

（湖南省誌編纂委員会 2001）。人々が買い物や食事や入浴といった基本的な生活のニーズ

にさえ困っている17この時期に、汚染対策がスタートしたのである。 

1972 年 8 月，湖南省革命委員会のなかで、工業企業の廃棄物対策を管理する「三廃対策

組（三废治理组）」が設置され、1973 年に公害対策を担当する「消除公害弁公室（消除公害

办公室）」が設置された。それから、湖南省政府は国家政策に従って、環境保護目標責任制

度、汚染物質排出登記・許可証制度、汚染排出料金制度などの 8 つの環境管理制度18を実施

した。また、1977 年 5 月に湖南省革命委員会が初の環境保護に関する行政規則、「環境保護

のいくつかの問題に関する規定（关于环境保护若干问题的规定）」を公表した後、湖南省に

おける地方レベルの法規制と環境基準は徐々に整備された。 

法規制とその実施制度は整備しつつあるとはいえ、1990 年代後半からの高度経済成長期

に入るまで、湖南省は財政的に豊かとはいえなかったため、汚染対策の資金は限られていた。

第 8 次 5 ヵ年計画期間（1991-1995 年）、湖南省政府は 11.5 億元を湘江流域の環境対策に投

資すると計画したが、実質の投資額は 5.84 億元しかなかった（黄 2022）。 

 

の 16.98％対 83.01％から、1978 年の 60.93%対 39.17%となった（湖南省誌編纂委員会 

2003）。 
15 湖南省政府のなかで設置された衛生部門は、1955 年に湖南省の地上水をモニタリング

し始めた。また、流行病の時期および洪水期になると、湘江の取水口に消毒剤を投下する

という対策を行った（湖南省誌編纂委員会 2001）。 
16 GDP 成長率を見ると、1967 年は-8.1%、1968 年は-18%、1974 年は-19.3%、1976 は-

2.9%である（湖南省誌編纂委員会 2001）。 
17 『湖南地方誌・総合工業誌』（2001）の記述による。 
18 8 つの環境管理制度とは、「三同時制度」、「環境影響評価制度」、「汚染物排出料金徴収

制度」、「環境保護目標責任制度」、「期限付き汚染処理制度」、「都市環境総合整備定量審査

制度」、「汚染物質排出許可証制度」、「汚染物質集中処理制度」、である（耿・段 1993） 
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汚染対策の資金に困る湖南省環境保護局は、ほかの省の外国資金導入の先進事例をうけ、

1988 年から世界銀行の融資を申請しようと動き出した。1989 年から 1993 年にかけて湖南

省政府は汚染対策計画の作成と融資申請の手続きを進めていったが、1993 年世界銀行の対

中融資の削減により、この融資計画は頓挫した。そこで、湖南省環境保護局は国家計画委員

会と国家環境保護局に、汚染対策計画の融資先を日本に切り替えようと申請した（湖南省誌

編纂委員会 2001）。1994 年、「湘江流域環境汚染対策事業」は第四次対中円借款（1996～2000

年）の候補事業となり、1997 年から契約が開始した。総額 11,849 百万円の当該事業によっ

て、当時汚水処理場が１箇所しかなかった19湘江流域において、生活汚水、工場廃水および

固形廃棄物を処理する施設と設備が導入された。また、大気汚染対策としての都市ガス供給

事業と、湖南省環境モニタリングセンターへの機材援助が実施された（国際協力機構 2010）。

円借款事業で建設された施設の多くは今日でも稼働している。 

円借款事業が終了した翌々年、2006 年に、不幸にも湘江流域における汚染事故は 145 件

も発生した（湖南省人民政府 2007）。そのうち、湘江カドミウム汚染事件20が起きた 2006 年

1 月 6 日は「湘江史上の最も暗い日」であると、1986 年から湖南省の環境保護部門で長年勤

めてきた黄亮斌（2022）はいう。この事件が発生した後、湘江流域の環境汚染対策はかつて

ないほど大量に実施された。黄亮斌は次のように回想した。 

私は、2008 年以前に行った湘江流域の環境対策プロジェクトのすべてをよく把握でき

ている…が、2008 年からこれほど多くのプロジェクトが展開され、私でさえ詳述でき

なくなった…各レベルの政府の重視、資金の投入、そしてプロジェクトの効果は昔のど

の時代でも比べられないものである（黄 2022：74）。 

環境インフラの整備、産業構造の調整、循環経済の促進などにより、湖南省政府の汚染対

策は功を奏した。2011 年になると、湖南省政府が策定した第 9 次 5 か年計画の環境保護目

標は概ね達成し、大気汚染も、工業廃水による汚染も、酸性雨も改善された。湘江流域の水

質は「良」、大気の質は「良好」と評価された（湖南省生態環境庁 2012） 

長年の対策により環境の質はかなりの程度改善されたとはいえ、2012 年に入り、湖南省

政府は湘江流域の汚染対策をさらに重要視し、政府の「第一の重点事業」と称した。その「第

一の重点事業」の計画に従って、主要工業団地・鉱山における企業の大規模廃業・移転、お

よび生態環境の修復作業は、政府の動員により行われた。汚染対策のため企業を廃業・移転

させることは昔から使われてきた手段であるが、移転計画の対象となったのは環境基準を

満たさない企業もしくは生産性の悪い民間の小型企業であった。過去に地元の経済を大き

く支えてきた工業団地における大型の国営企業を巻き込むほど、広い範囲に影響が及んだ

のは初めてのことであったといえる。 

 
19 事業始めるときに、湘江沿岸では長沙第一汚水処理場しかなかった。黄（2022）によ

ると、その汚水処理場は、一日は汚水を 8 トンしか処理できない。 
20 日本で広く知られているイタイイタイ病はカドミウムによるものである。 
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2.3 研究の焦点と調査内容 

これまで一通り湘江流域の汚染の歴史を見てきた。代表的な出来事を中心として、その歴

史を次のように 5 つの時期に区分することができる。 

・建国後～1972 年：汚染問題が「不在」であった時期 

・1973 年～1996 年：汚染が「発見」され、対策が取られはじめる期 

・1997 年～2005 年：円借款事業が実施される時期 

・2006 年～2011 年：湘江カドミウム汚染事件が発生した後の時期 

・2012 年～現在：湘江流域の汚染対策が政府の「第一の重点事業」となった時期 

これまで概観したように、湘江流域の汚染の意味内容と汚染対策のあり方は時代に伴っ

て大きく変化してきたに違いない。汚染と一口に言っても、歴史のなかで汚染そのものが姿

を変えており、1970 年代ごろに意味する工場の排出物から、2010 年代の中心課題となる見

えないカドミウムを含めた重金属による汚染へと転換した。また、汚染への対策は、初期の

行政管理の強化や環境技術の導入から、大規模な企業の廃業・移転に至った。 

汚染対策のこのような変化は、経済開発と環境汚染との間の緊張関係に対する湖南省政

府の認識の変化でもあろう。政府が「汚染」という言葉に込めた意味の違いは、その時々の

時代背景と、汚染対策に取り組む主体の特徴を反映している。湖南省政府だけではなく、中

央政府、汚染の科学的事実を確認する研究機関、技術や資金を援助した援助機関、そして湘

江の沿岸に定住する住民や企業は、汚染と汚染対策のあり方について異なる認識をもって

いると予想できる。 

さて、歴史の流れにおいて、そういった多様な主体による働きかけをうけて、湖南省政府

はどのように汚染そのものと経済開発との関係性を定義し、そしてその定義はどのように

湘江流域の汚染対策を形つくってきたのか。次章では、汚染とは何か、環境汚染と経済開発

の関係はどういうものなのか、そして、汚染対策はどうであるべきか、という 3 段構造に沿

って、湘江流域の汚染をめぐる理念を 5 つの時期ごとに分析していく。なお、湖南省政府に

よる汚染対策は多岐にわたり、全ての時期について大小の対策を逐一描いていくことは、論

点をあいまいにすることになりかねない。そこで、本研究の問題意識に経済開発と環境との

関係が横たわっていること、そして湘江流域において工業汚染が長年注目されてきたこと

により、本研究は湘江流域の工業企業に着目した汚染対策を主な分析対象とする21。 

次章に入る前に、ここで、本研究で扱う材料について紹介しておく。汚染をめぐる政策理

念の変容を観察するため、本研究は湖南省政府が作成した湘江流域に関する汚染調査報告、

計画、環境会議の議事録を主要な分析対象とする。もちろん、公式文書にあることがそのま

ま実行されるとは限らないし、公式文書にないことが実施されることもあろう。そして、湖

南省政府は一枚岩ではなく、そのなかで異なる理念を抱えている人がいることは否めない

し、さらに湖南省政府のなかにはそれを構成する各部局と、その下には市政府・区政府もあ

 

21 それ以外の汚染対策については付録 2 を参照。 
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る。ただし、湖南省政府の名義で作成し文書のなかで汚染の定義、環境汚染と経済開発との

関係、汚染対策の在り方について明記したことは、政府のなかでその認識に対してある程度

の合意ができおり、自らの汚染対策の合理性を説明するためにとった立場の現れであった

と捉えてよい。よって、湖南省政府による政策の動きを全体として捉え、時代ごとの特徴を

汲み取ろうとするとき、それらの文書は分析対象として妥当な文字データであると考える。 

歴史文書を主たる分析対象とするものの、ネットで公開されている資料もあるが、湖南省

湘江流域の汚染に関する調査報告書、計画、議事録の多くは未公刊である22。そこで筆者は

2022 年 9 月に、湖南省図書館の地方文献室で未公刊の史料にアクセスした。つまり、本研

究で扱う文献資料は、湖南省政府が一般大衆にむけての宣伝資料ではなく、行政内部で取り

扱う資料である。このことから、本研究で分析する湖南省政府の文書で書かれた汚染の定義

や環境と経済の両立は、一般大衆にむけて発する建前の言葉ではなく、政策の理念として捉

えることができるのである。 

なお、1972 年以前の中国では体系化された環境政策や環境部門はなかったため、その時

期における汚染と汚染対策に関する政府系の文書は極めて少ない。そのため、政府の主要人

物による講演や座談会などの記録、「中国共産党の喉と舌」と言われる「人民日報」による

新聞報道、国家環境局の初代局長曲格平が書いた論文や書籍を補足的な情報源とする。  

 
22 特に 2009 年に「中華人民共和国政府情報公開条例（中华人民共和国政府信息公开条

例）」が実施される以前の時期に関して、行政資料はあまり公開されていない。 
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第3章 湘江流域の汚染をめぐる政策理念の変容 

3.1 汚染問題の「不在」 

3.1.1 汚染のない社会主義国家 

1958 年から始まった大躍進運動の増産計画23により、中国の各地で工場が大量に建てられ

た。この時期の工場建設は大きな環境破壊を招いたという指摘が多見される（例えば蔡ら

2020，羅ら 2022，何ら 2015）。1960 年代から環境汚染は拡大しているが、1973 年以前の中

国において環境部門も環境政策もなかった。たとえ当時の中国政府の中に汚染問題に察し

た人がいたとしても、1966 年からの文化大革命のなかで、公に声をあげづらかったのに違

いない。国家環境保護局の初代局長、曲格平は当時の政治的雰囲気をこう振りかえる。 

当時の極左的な路線の理論によると、社会主義では汚染は生み出すわけがない。もし誰

かが「汚染がある」、「公害がある」と言ったら、その人は社会主義の顔に泥を塗ること

になる（曲 1997a：1）。 

では、汚染はどう定義されたのか。1960 年代は、日本やアメリカといった先進な資本主

義諸国で公害問題が注目を浴びて、環境保護はいよいよ本格化した時期である。中国計画委

員会の常務副主任である顧明は 1973 年の全国環境保護大会で、それらの国々での公害を紹

介しながら、こう発言した。 

資本主義の国では、特に工業が発達している国では、生産は政府なき状態にあり、工場

と人口は少数の大都市に集中している。資本主義の集団は利益だけを追求し、人民の命

を置き去り、恣意に有害な物質を排出する。よって、自然はひどく破壊され、人民の健

康は脅かされ、深刻な公害に陥る…彼らは本質的には反動的な階級であり、彼らの社会

は腐敗しているため、彼らは真剣に公害問題を解決するなんかしない。環境汚染は資本

主義の持つ不治の病だ（顧 1973： 252-253）。 

顧明は環境汚染を資本主義が生み出す弊害と定義づけたのである。この定義の反面、中国

という社会主義の国では、本来ならば、開発と生産は人民の福祉のために政府の計画に沿っ

て行われるため、環境汚染を防止できるはずである（顧 1973）。 

このような認識は、いつ頃から一般的になったのかを正確に突き止めることは難しいが、

政治闘争の激しい 1960 年代の中国社会で広く蔓延していたようである。曲（1997a：2）に

よれば、「称賛することだけが許され、批判なんかはありえない政治空気のなかで、我が国

の環境の清潔と優美への賛美歌は人々を陶酔させた」。1960 年代末に周恩来総理は中央政府

 
23 1958 年 5 月、中国共産党第 8 回全国会議で、中国の主要工業製品の生産高を向上さ

せ、10 年でイギリスを追い越し、15 年でアメリカを追い越すという目標が立てられた。

同年の 6 月に、国家計画委員会が起草した「第 2 次 5 ヵ年計画の要点」では、その目標の

期限をさらに短く見直し、5 年でイギリスを追い越し、10 年でアメリカを追い越すと予想

した（張 2014）。 
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内の人たちにむけて公害問題に懸念を示したが、曲（1997b：472₋473）は、そのときの状況

を振りかえり、「当時私たちの多く、指導層を含め私たちの多くが、中国の環境問題は大き

くなってないから、急がなくてもよいと思った…外国に学ぶことはないと思った」と述べた。 

1960 年代末、70 年代初頭の中国は、「自慢げに西側諸国の環境公害は不治の病と評論し

た」際に、自分も「重症」になっていることに気づかなかったのである（曲 1997a）。1973

年に第 1 回の全国環境保護大会が開催され、中国初の環境保護政策である「環境の保護と改

善に関する規定（关于保护和改善环境的若干规定）」が採決されるまで、中国で体系化され

た環境政策はなかった。「汚染とは資本主義の不治の病である」という政治言説の流布によ

って、長い間、中国国内の環境汚染は問われないまま、「不在」であった。 

 

3.1.2 重工業建設ブームと工場廃棄物 

「湘江」「汚染」をキーワードに、中国最大のデータベース CNKI で検索すると、最も早

期の記録は 1972 年である24。それまでの時代は政治的雰囲気により、湘江流域は全国の状

況と同じく、環境汚染は表立って公言できないものとされていたことがわかる。しかし現実

として、工業化と工業企業による廃棄物の増加が急速に進んでいた。 

湖南省では、第 1 次 5 ヵ年計画期間（1953―1957 年）と三年の大躍進運動（1958-1960 年）

は工業建設のブームである。その期間において、金属製錬、石炭、電力、機械製造、化学製

品、織物業の工場が大量に新設もしくは拡大され、1960 年末になると省内の工業企業の数

は 10,499社となった。これは 1952年と比べて 7,327社も増えた（湖南省志編纂委員会 2001）。

1961 年からの五年間は産業構造を調整する政策の動きもあったが、第 3 次 5 ヵ年計画期間

（1966～1978）に入った後、工業建設のブームが再び高まり、新設・拡大した工業企業は

11,705 社であった（湖南省志編纂委員会 2003）。 

工場がこれほど増加したことを鑑みれば、工場の廃棄物も大幅に増えたことは容易に推

測できる。1957 年に湖南省の衛生防疫部門が実施した湘江の水質調査結果によると、その

当時、湘江の水質はまだ良好であった（湖南省志編纂委員会 2001）。1978 年になると、湘

江はすでに全国でもっとも汚染された河川となったという中国科学院の調査結果が出た。

1960、70 年代の工業建設ブームのなかで大量に建てられた工場がこの汚染状況を招いたと

推測できよう。 

またこの時期に、工業汚染による事故は少なからず起きていた。1956 年 7 月、湖南省農

薬厂の農薬が地下水に浸透し、309 人が中毒、7 人が死亡になった。これは湖南省で初の重

大な汚染事故となる。また、1961 年 12 月、冷水江锡矿山鉱務局の廃棄物が水を汚染し、308

 
24 1972 年 4 月の湖南省株洲市で実施された工業廃棄物調査の報告、「湖南省株洲工業廃

水による湘江の汚染（湖南株州工业废水对湘江的污染）」がはじめて湘江流域の汚染を明

言した記録である。筆者は湖南省図書館でもこれよりも早い時期の記録を見つからなかっ

た。 
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人が中毒、6 人が死亡になった。1964 年、湘潭市のマンガン鉱の廃水は約１万畝25の田を汚

染した（湖南省誌編纂委員会 2001）。 

そういった工場の廃棄物による被害について、公に汚染問題として語られることはない

が、中央政府の内部では工業廃棄物による被害の報告があった。筆者の文献調査から得られ

た最も古い記録は、1960 年 3 月 9 月に建築工程部が中国共産党中央委員会に送付した「工

業廃水による被害状況と処理利用の強化に関する報告（关于工业废水危害情况和加强处理

利用的报告）」である。それが報告された翌月、4 月 13 日に、毛沢東主席は廃棄物の「総合

利用」という対処案を指示した。毛によると、「各部門は多品種経営と総合利用を行うべき

である。各種の廃棄物、廃水、廃ガスなどを十分に利用すべき。実際にそれらのすべては『廃』

ではなく、麻雀をやるのと同じように、上家がいらなければ、下家がもらうのである」（中

共中央文献研究室 2013：373）。 

毛沢東の言う工場廃棄物の「総合利用」の意味合いについて、人民日報による次のような

説明が典型的である。 

資源の総合利用とは、モノの用を発揮し尽くさなければならない…工業生産の廃ガス、

廃水、廃棄物、廃熱など、本来は利用できるはずだが、その多くはうまく利用できてい

ない…もし資源の総合利用を発展させられれば、大量ないわゆる「廃物」を、貴重な富

に変換することができる。これこそ大いなる節約であり、大いなる増産でもある（人民

日報 1965a）。 

この説明に従えば、工場の廃棄物は、富を生み出す可能性を秘めた資源である。廃棄物と

いっても、それは削減の対象となる「廃」もしくは「害」ではない。適切な利用方法を見つ

けて「廃であったものを有用に、有害であったものを有利に」活用すれば、工場の廃棄物は

厖大な財となりうる（人民日報 1965b）。 

工業建設が急激的に展開した時代に生まれた造語、「総合利用」は、中央政府の文書のな

かでは「工業を高速に発展させるための重要な手段の一つ」とみなされていた（徐 2014）。

その造語に大躍進の増産の野望を込めながらも、未だ経済的に貧しい状況にいる中国政府

がそこにあるものを生かし、工場の廃棄物から資源という可能性を見出そうとする意気地

の現れでもある。 

 

3.1.3 工場廃棄物の回収利用 

毛沢東の影響力が絶大であったこの時期に、湖南省政府もその指示に従って工場廃棄物

の総合利用に携わった。1972 年 8 月 11 日に、湖南省政府のなかで、工場の廃水、廃ガス、

固形廃棄物という「三廃」の総合利用を管理する「三廃対策組（三废治理组）」26が設置され

た。そして 1972 年 9 月に湖南省革命委員会は工業企業の総合利用に関する座談会を開いた。

 
25 15 畝＝1 ヘクタール 
26 湖南省基本建設指導組（湖南省基本建设领导小组办公室）の下に設置された。 
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その座談会の記録によると、株洲化工場、衡陽化工場、永和肥料場、寧郷肥料場、湖南製薬

場などの企業は、自社もしくは他社の生産のなかで排出された廃ガス・固形廃棄物を回収し、

製品の生産に使うことを試みていた（湖南化工 1972）。 

特に、湘江流域の新興な工業都市となった株洲市は、廃棄物の総合利用に関して湖南省の

なかでは先進的であった。株洲市政府は 1972 年から湘江肥料場の廃水を農業用水に使うプ

ロジェクトを立て、32 万元を投資した。1975 年 9 月に完成した当該プロジェクトは、株洲

市郊外の 6 つの公社にある 7.7 万畝の田に灌漑用水を提供し、農作物を増産させた（湖南水

産 1972）。1972 年だけで、株洲市で総合利用された廃棄物は 53 万トンであり、これは年間

排出量の 42.7％にあたる。株洲市の工場はこれらの廃棄物を回収利用することで、年間

2772.9 万元の生産値を生み出している（張 1973）。湖南省政府の計画委員会も株洲市の総合

利用の経験を省内のほかの地域に普及されようとした。 

株洲市政府の代表は 1973 年の第一次全国環境保護大会に招待され、総合利用に力を注ぐ

背景について、こう発言した。 

工業の発展により、工業生産の過程のなかで生み出された廃水、廃ガス、固形廃棄物は

ますます増えていて、工業廃棄物だけでも市内で年間 125 万トンが排出されている。廃

棄物が総合利用される以前は、あちこちに散らばって、田を占用し、河川を詰まらせ、

水源を汚染した。工業、農業の生産に影響し、人民の健康を脅かした（張 1973：349）。 

工場の廃棄物は経済的に貧しい時代において使い尽くさなければならない資源であった

一方で、地域社会はそれに対してますます脅威を感じてきたのである。湘江流域において工

場の廃棄物は急増しており、主要都市である長沙、湘潭、株洲、衡阳を統計すると、毎年、

廃水 3,107 万トン、廃ガス 47.6 億立方米、廃棄物 26.2 万トンが生み出されている（湖南省

革命委員会化工局除公害弁公室 1973）。いよいよ「汚染」と真正面から対峙しなければなら

ない次の時代が、この全国環境保護大会をマイルストーンに、幕を開けた。 

 

3.2 汚染問題の「発見」と管理 

3.2.1 環境汚染の脱イデオロギーと科学調査 

前述したように、中国は 1973 年に第一回全国環境保護大会を開催し、環境政策の体系化

が始まった。先行研究はすでにその経緯を詳述しているためここでは深掘りすることはし

ないが、簡単にまとめると、この全国会議は、自国の汚染問題の深刻化と海外との接触を通

じて醸成された「汚染」問題への緊迫感に促されて開催された。 

当該会議の開催に当たって、国家計画委員会は事前調査を実施し、「全国環境保護会議の

準備状況の報告（关于全国环境保护会议准备情况的报告）」（1973）のなかで、中国各地にお

いて汚染問題はすでに深刻化している状況をさらけ出した。環境汚染は、資本主義国家だけ
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に起きる問題ではなく、中国においても確実に問題になりつつあることを明言した27。国家

計画委員会による報告書のなかで、汚染問題の原因をこう分析した。 

諸々の汚染問題、一部は旧社会のときから累積したものであるが、大部分は、我々の経

験が乏しく、配慮が足りず、工業が急速に発展している状況のなかで環境保護について

の知識が欠如しており、三廃（廃水、廃ガス、固形廃棄物）対策が追い付かなかったか

らである（国家計画委員会 1973：227、かっこ内は筆者補足）。 

大会開催に向けて国家計画委員会が用意した、全国の汚染問題を総括する報告書のなか

で、湘江の水汚染への懸念が示された。「株洲化工場だけで、湘江に毎日排出するヒ酸が１

トンもある」（国家計画委員 1973：226）という深刻な状況にあったのである。 

このような実態は、1971 年 4 月に国家衛生部軍事管制委員会が地方の衛生部に発令した

「工業『三廃』による水と大気汚染の調査に関する通知（关于工业『三废』对水源大气污染

程度调查的通知）」を受けて、湖南省労働衛生研究所が実施した湘江水質汚染調査のなかで

明らかになったと考えられる。この調査は、湖南省において初の工業汚染調査であった（湖

南省志編纂委員会 2001）。湘江流域の汚染に関する調査はこうして中央政府の後押しによ

って発足した。湖南省において、各市の建設局、化学燃料工業局、衛生局といった関係部署

による連合調査、および、農薬工場、化学工場などの工業企業による自己調査が 1971 年か

ら 1976 年にかけて実施された28。 

それらの政府機関または企業による汚染調査は一部の地域・企業に限定されたものであ

った。文化革命が終了し、1978 年に改革開放が始まった後、湘江流域における大規模な汚

染調査は 1980 年代にかけて、国家レベルもしくは湖南省レベルの科学研究プロジェクト29

 
27 かつては資本主義の弊害と定義された汚染は、環境配慮の欠如によるものとして書き

直されたのである。前節で言及した「汚染は資本主義の不治の病である」と主張する顧明

でさえこうに言った。「我が国の社会主義制度は優越なものであり、私有制をなくし計画

経済を実施し、汚染を防止・消滅する可能性を提供した。しかし、このような可能性を現

実にするためには、正確な路線の指導の下で、相応な方針と政策を制定し、有効な措置を

とるべきである。そうしたいと、逆に誤った路線と方針をとり、放任すると、我が国でも

環境汚染が発生する」（顧 1973： 254）。 
28 1973 年に湖南省革命委員会の化工局の下に新設した消除公害弁公室の報告書による

と、株洲市や湘潭市では政府の関係部門による三廃調査が実施され、株洲化工場、湖南製

薬場、湖南農薬場などの内部でも三廃の状況を調査するための部門が設置された。また、

株洲と湘潭と長沙の衛生部門、農業林業局、食品局などが魚類資源調査組（1974）を組ん

で、工業廃水が湘江流域の魚類資源に与える影響を調査した。 
29 湘江流域の汚染に関する研究プロジェクトは次のようなものである。湘江の水質およ

び汚染対策（1978 年、国レベル）、湘江汚染の総合対策（1979-1983 年、国レベル）、湘江

流域における工业污染源（1979～1982 年、省レベル）、重金属に関する湘江の水環境容量

（1981-1985 年、国レベル）、湘江水質計画（1983 年、省レベル）、湘江の水環境容量・湘

江の水環境のベースライン・湘江谷地の土壌環境ベースライン（1983-1986 年、国レベ

ル）（湖南省志編纂委員会 2001）。 
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として実施された。研究プロジェクトの展開に伴い、その調査研究の担い手となる環境科学

に関する研究組織も次々と建てられた30。それらの研究組織のほとんどは、湖南省政府の指

導をうける「事業単位」、すなわち社会公益目的のために政府が国有資産を利用して設立し

た社会サービス組織である。 

最初の科学研究プロジェクトは、1978 年に中国科学院地理研究所と湖南省环境保护科学

研究所による湘江の水質調査である。そこで、製錬業、化学工業の工場が多く集まっている

区域では湘江の重金属汚染は深刻な状況であり、国家の環境基準を大幅に超過しているこ

とが判明した。当該調査は直接に汚染源を調査しなかったが、各区域における汚染状況の特

徴から、工業廃水および工業団地の生活排水は湘江の水汚染の原因であると推測した（中国

科学院地理研究所・湖南省環境保護科学研究所 1978）。 

続いて、工業汚染源に特化した調査は 1979－1982 年にかけて湖南省政府の下に設置され

る環境保護モニタリングセンターの主催によって実施された。当該調査は、湘江流域にある

2,897 の工場・鉱山を広く調べたうえ、「各工場の汚染発生状況は異なるが、汚染が発生する

原因は大体近似している」とし、以下の共通項を指摘した（湘江流域工業汚染源専題協作組 

1982：5-15-5-25）。以下の 3 つの原因のそれぞれにより、調査のサンプルとなる工場が外部

環境へ排出した汚染物が占める割合を分析したのは表 1 である。 

① 企業の原材料や半製品に対する管理が緩いため、資源の流失が深刻であること 

② 生産設備が古く、生産技術の効率が悪いこと。 

③ 廃棄物の回収利用が不十分であり、処理施設が整備されていないこと。 

 

表 1  4 つの工場における汚染物流失の原因分析31 

流失原因 三場 四場 六場 株錬 

① 企業管理 41-48% 45-53% 48-55% 35-40% 

② 設備と技術 32-38% 25-31% 28-33% 12-15% 

③ 利用と処理 18-24% 24-30% 25-31% 45-55% 

（出所）湘江流域工業汚染源専題協作組 （1982：5-26） 

 

表 1 のタイトルにある「汚染物流失」は中国語の原文で使用した言葉であり、今時の中

 
30 1970-1980 年代に湖南省で成立した研究組織は次のようである：長沙市環境保護研究

所（1974 年）、長沙市環境保護モニタリングセンター（1974 年）、湖南省環境保護科学研

究所（1975 年）、湖南省環境科学学会（1979 年）、湖南大学環境保護研究所（1984 年）、湖

南省環境保護工業協会（1984 年）、中国環境科学技術管理研究会湖南支部（1985 年）。な

お、また、その動きは教育分野にも波及し、1979 年に湖南省環境保護技術学校（現在：長

沙環境保護学校）という湖南省初の環境保護に特化した専門学校が成立した。また、湖南

大学、湘潭大学、湖南医科大学といった湖南省の名門な高等教育機関において環境科学に

関する専攻または研究センターが設置された（湖南省地方誌編纂委員会 2001）。 
31 表の１行目は工場の略称であり、原文のままである。 
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国語ではあまり使わない表現である。日本語と同じように、中国語では汚染を「排出」する

という表現のほうが多い。なお、この報告書のなかで、「流失」という、何か価値のあるも

のを失ったことを表す言葉を使った。その言葉使いを吟味すると、報告書はなぜ工場におけ

る汚染状況を記述する際に「資源とエネルギーの浪費」を詳しく統計・分析したのかがわか

る32。汚染の発生を、企業の管理不足および技術と設備の欠如による資源の浪費と等しいこ

とと定義づけたからである。 

よって、当該報告書は、もし原料の利用率を、現状の 60.8%-88.39%から 85％-90%に引き

上げれば、汚染物の排出量は 15%-60%削減できると予測し、技術向上と設備リニューアル

の重要性を訴えた。それによって「回収率を上げて、資源利用率が高くなれば、環境に流出

する汚染物も応じて減少し、経済便益と環境便益はともに著しく高まる」と指摘した（湘江

流域工業汚染源専題協作組 1982：5-9）。 

こうして、かつて「資本主義の不治の病」であった汚染問題は、イデオロギーの争論から

遊離し、科学的な問題として位置付けるようになった。そこで初めて、湘江流域における汚

染は、科学調査によって「発見」されたのである。それらの科学調査の実施に伴い、汚染問

題は、個々の企業の資源利用の不足により、汚染物の流失量が環境基準を超えたことと定義

された。この定義に辿り着く過程は、環境汚染が科学の領域における測量可能な客観的な事

象、そして技術的に対処可能な課題となる過程でもある。 

 

3.2.2 科学技術の問題となった汚染 

政治環境の変化と科学調査の展開によって明らかになった湘江流域の汚染と経済開発の

関係はどのように捉えられたのか。前述した初の湘江流域の汚染調査を実施した中国科学

院地理研究所と湖南省環境保護科学研究所は、開発と環境の両立を唱え、汚染対策の目標を

こう述べた。 

湘江の水を経済発展（工業、農業、漁業および運輸業）と民衆の生活に十分に利用する

一方で、湘江の水汚染を防止し、水資源を保護する（中国科学院地理研究所・湖南省環

境保護科学研究所 1978：85）。 

そういった汚染防止と経済開発の関係は、湖南省環境保護モニタリングセンター33による

工業汚染源調査報告のなかでさらに検討された34。その分析によると、湘江流域において汚

染がもたらす経済損失は年間 1.37 億元、総生産高の 1.56%を占める。よって、報告書は、

 
32 報告書の第 5 章で「6 つの重点工業汚染源の一般汚染状況」という節は、6 つの工場

のエネルギー利用率、水の循環利用率、原材料の利用率、金属の回収率を統計したうえ、

６つの工場は共通して資源とエネルギーの浪費は深刻であると指摘した（湘江流域工業汚

染源専題協作組 1982：5/5-5/9）。 
33 湖南省政府の下部組織である。 
34 当該報告書での汚染による経済損益率の分析は、筆者がアクセスできた史料のなかで

最も早期のものである。 



 

24 

 

「工業汚染源のコントロールの効果は国民経済の発展の速度に直接に影響する」と主張し、

特に深刻である工業廃水と重金属と農薬による汚染について、「設備と技術の改良を強化し、

企業管理の指標のなかで環境保護に関する内容を加える」ことの重要性を指摘した（湘江流

域工業汚染源調査協作組 1982：124－125）。 

ところで、主な汚染元とされる工業産業側に立つ人は汚染問題について、どのような考え

方を持っていたのだろうか。製錬業を例にしよう。製錬業は、経済開発に原材料を提供する

産業部門であること、そして湖南省の鉱石の埋蔵量も豊かであることから、当時の湖南省政

府が重点的に発展させたい産業であった。湖南省の製錬業は、1980 年を基準年とし、20 世

紀末まで鋼鉄の生産量を 2 倍にし、非鉄金属の生産量を 2.5 倍にするという目標に向けて高

速に成長していた（陳 1984）。主要産業である製錬業は、前述の科学調査のなかで、湘江流

域の汚染を作り出す元凶の一つでもあると指摘される。 

当時の湖南省製錬工業局の副局長、陳光明は、1981 年の湖南省金属学会の座談会で、汚

染対策と生産は本質的に相互促進的な関係であると述べた。陳は、当時の汚染の発生理由を

2 点挙げていた。第一に、科学知識の不足により、資源の利用率が低いということである。

工場生産で浪費された資源は排出され、汚染物となったのである。第二に、一部の企業では、

生産の目的に対する認識は間違っているということである。生産は人民福祉の向上を目指

すはずだが、生産そのものが自己目的化した現象が多くみられ、生産量の向上だけを目指す

行為は汚染を招く（陳 1981）。 

よって、陳（1981：7）は、「汚染をなくし、環境を守ることは、資源とエネルギーを最大

限に利用することであり、最大の増産と節約になる」と主張し、製錬業の汚染対策を 3 つ挙

げた：①製錬企業の汚染源調査を徹底すること、②経済的に合理的かつ技術的にも実行可能

な汚染対策をとること、③生産方法を革新し、資源・エネルギーの利用率の高い技術に切り

替えること、である（陳 1984）。 

実際にも、湖南省の製錬企業の内部で、環境科学の研究、環境技術の開発、汚染処理プロ

ジェクトの実施が進んでいる。当時湖南省で一番規模の大きい製錬企業は国営企業の中国

有色金属である。中国有色金属の下部組織である長沙有色冶金設計研究院は、1950 年代か

ら工場排出物の処理技術の開発に携わっており、1979 年に環境組を設置した。その環境組

は数回の規模拡大を経て 1995 年の環境研究所となった35。1987 年時点で、中国有色金属の

湖南省支社では、環境保護に従事する職員は 1301 人、総職員の 1.82％を占める（湖南省人

民政府 1987） 

中国有色金属のみならず、この時期に製錬部門の数々の地元企業も汚染処理技術の開発

に着手していた36。湖南省製錬工業という会社は産業界の代表として 1990 年の湖南省環境

 
35 そのほかにも、中国有色金属は 1985 年に長沙環境保護研究所を新設した。 
36 『湖南省誌』（2001）のなかで、1980 年代に株洲化工場、株洲製錬場、長沙市冬場、

湘郷アルミ場、湘潭鋼鉄場、錫鉱山鉱務局などの工業企業による汚染処理技術開発の記録

は記載された。 
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保護会議に出席し、副部長である趙卯津は「発展と保全の両立を堅持する」と発言し、「技

術改良による汚染対策は汚染の進行を抑制する有効な道である」と述べた（趙 1990：2-3）。 

以上の政府職員の発言や国営企業の動きは総じて、環境汚染は各工業企業の技術革新に

よって資源の利用率・回収率を上げれば対処できるものであり、その汚染対策は企業の収益

にも寄与するという見方を表した。この見方は、湖南省政府内の工業局と、政府の下部組織

に所属する研究者と、産業界で共有していたようである。 

 

3.2.3 資金不足のなかでの行政的対処法 

科学調査により汚染の実態が明白になった湘江流域において、生産力の拡大を含意した

「総合利用」からは一転して、湖南省政府は工業企業による汚染の量的削減という目的に向

けて汚染対策を試みはじめた。1984 年、湖南省政府の環境保護弁公室は、36 の研究組織に

よって 5 年間かけて実施した汚染調査を取りまとめ、「湘江汚染総合対策研究報告（湘江污

染综合防治研究报告）」 を作成した。長年の研究の結晶として 472 ページもある分厚い報告

が最後に結論付けた汚染対策は、「管理から着手する」ことである（湖南省環境保護弁公室・

中国科学院環境科学委員会 1984：462）。 

そこで言う「管理」とは環境管理のことであり、政府側と企業側に求める措置が含まれる。

政府向けの項目は、①環境管理体制と環境モニタリングのネットワークを整備すること、②

環境保護の目標と指標を経済開発の計画に入れること、工業企業の立地を合理的に計画す

ること、③「三同時」37制度の執行を強化すること、④自然資源の開発と価格を規制するこ

と、⑤汚染者に対する料金徴取と、汚染対策が積極的な組織や個人を奨励すること、⑥法制

度を整備すること、である（湖南省環境保護弁公室 1984）。 

また企業に対して湖南省政府の環境部門は次の措置を求めた。①企業内の管理体制を強

化し、各生産工場において環境保護の担当者を設置すること、②「三廃」の利用と処理を生

産計画に加えて、生産過程と設備の管理を強化すること、③水利用の損失率や金属の回収率、

廃ガスの回収率などの指標を設けること（湖南省環境保護弁公室 1984）。 

つまり、企業の生産活動に対する監督や排汚費の徴収といった行政管理の強化と、企業内

部の管理の強化は、湖南省政府が提案した汚染物排出の総量をコントロールするための主

要手段となった。 

環境技術への投資ではなく、環境管理が汚染対策として前面に出されたのは、時代背景に

よるものと思われる。1980 年代ごろ改革開放は進行しているとはいえ、体制改革により外

資活用の面で優遇措置が与えられ、先に発展しているのは沿海地域であり、湖南省は比較的

に遅れている内陸地域である。経済開発の圧力と直面する一方で、汚染対策への投資は限ら

れており、技術的にも先進的でない状況にある。そういった現実的な制限のなかで汚染問題

と立ち向かうため、環境管理の強化は 1982 年の第二次全国環境保護会議で「中国環境保護

 
37 三同時制度とは、生産施設の計画、建設、操業の三段階と同時に、汚染対策施設を計

画，建設，操業することである。これは中国特有の制度である。 
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の三大政策」38の一つとして確立した。初代の国家環境保護局局長、曲格平は、環境管理の

強化の合理性についてこう説明した。 

我が国は人口の多い途上国であり、経済復興しようとしている。国家の財力は有限であ

り、短期的には、先進国のようにたくさんのお金を出して汚染対策をし、環境を改善す

るには無理がある。では、このような現実に直面して、我が国の環境を保護し改善する

ための道はどこにあるか。それは、環境管理を強化し、政策、計画、法規制、監督およ

び組織の協調を通じて、環境保護と改善の目的を図ることである。これは、現実的で、

実行可能で、かつ有効な道である（曲 1982：6）。 

このような経済的な制限と汚染削減の緊迫感との兼ね合いにより、湘江流域においても、

汚染に対しては環境管理をもって対応するという志向が支配的になった。湖南省政府は、

1990 年代に入ってからも引き続き「環境管理の強化」を強調していた。環境分野の地方法

規制を整備し、中央政府の政策に従って地方版の政策を制定したほか、1990 年に湖南省環

境保護局は「湘江各水域の機能に関する計画（湘江干流水域功能区划）」を作成し、湘江流

域を 26 の機能ゾーンに区分した。そのうち、生活用水ゾーン 9 つ、工業農業用水 8 つ、漁

業用水ゾーン 4 つ、漁業繁殖ゾーン 5 つあり、各ゾーンにおける水質の目標値と汚染対策

は異なる。湖南省政府が各市における汚染対策目標の達成状況を評価する際に、もしくは、

企業に汚水排出の許可をくだす際に、この機能ゾーンの計画は重要な参照になる（湖南省環

境保護局 1990）。流域を細分化することによって、環境管理はより精密なものになっていっ

た。 

経済的に豊かでもなければ技術的にも先進的でない時代に、湖南省政府は、監督・管理者

として、汚染者である工業企業の行為を規制しようと模索した39。とはいえ、行政管理の強

化は、環境への投資の効果を完全に代替できるわけではない。湖南省政府は汚染対策資金の

欠如についてこう述べた。 

湘江流域の環境対策は計画した目標に達成するには、少なくとも 100 億元を投資しな

ければならない。現在、湖南省全体の経済発展レベルが低く、地方財政収入が少ない状

 
38 中国の環境保護の 3つの政策方針は、①、「環境汚染の未然防止を中心とし、未然防

止と汚染処理を両立させること（预防为主，防治结合）」、②「汚染者が汚染を処理するこ

と（谁污染谁治理）」、③「環境管理を強化すること（强化环境管理）」（耿・段 1993）。 
39 政府内の環境研究者と産業界が求めていた技術革新に関して、湖南省政府は無関心で

はないが、企業の先進事例の普及員にすぎない。湖南省環境保護局は、1991年から 1992

年の間、汚染処理技術の普及に着手し、『湖南省環境保護の最優秀な実用技術の普及ガイ

ドブック（湖南省环境保护最佳实用技术推广项目指南）』を公表した。そこで言う「最優

秀な実用技術」は次のように定義される。「環境保護の最優秀な実用技術とは、一定の時

期のなかで国家経済・技術のレベルと適合した実行可能な汚染処理技術のことである。す

なわち、現在の経済・技術条件のしたで、もっとも普及しやすい汚染処理技術のことであ

る」。経済的な実行可能性の重視も、その時代背景にある経済的制限を映り出している。 
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況の下で、これほどのお金を出して環境問題を解決するのは不可能である（湖南省計画

委員会・湖南省環境保護局 1998：80）。 

そこで、汚染対策資金の欠如に困る湖南省政府は外国資金の導入に目を向けた。 

 

3.3 円借款による汚染対策 

3.3.1 汚染のスケールの広がり 

湘江流域の汚染対策の資金に困る湖南省政府は、北京、上海、江蘇などの地方政府による

世銀の融資を使った環境保全の先進事例をうけて、世銀の融資を申請しようと動き出した。

1989 年に、副省長である王向天は、「湖南の環境総合対策プログラムは、世銀の融資を獲得

するよう、努力して働きかけるのだ」と指示した。よって、湖南省環境保護局は、「湘江流

域環境総合対策事業」40を起草し、世銀から１億ドルの融資を借りると予想した（湖南省誌

編纂委員会 2003）。 

融資獲得のために湖南省政府と国家環境保護局や世銀との交渉は、1992 年まで続いてい

たが、1993 年世界銀行の対中融資の削減により、この融資計画は頓挫した。1993 年の春に、

湖南省環境保護局は国家計画委員会と国家環境保護局と交渉し、汚染対策計画の融資先を

日本に切り替えようと申請した。1994 年 3 月に、国家対外経済貿易委員会と外交部の決定

により、「湘江流域環境汚染対策事業」は第四次対中円借款（1996～2000 年）の候補事業と

なった（湖南省誌編纂委員会 2003）。この総承諾額 11,853 百万円41からなる事業は、1997 年

から 2004 年にかけて実施された。 

円借款事業の実施に向けて湖南省計画委員会と湖南省環境保護局が作成した「湖南省湘

江流域環境対策事業マスタープラン（湖南省湘江流域环境治理项目总体规划方案）」（1998）

（以下、マスタープラン）では、湘江流域の汚染問題は以下の 3 つである。 

① 水環境問題：湘江沿岸の汚染は深刻であること、水質汚染の特徴は重金属と微生物に

よる複合的な汚染であること。 

② 大気環境問題：都市と工場・鉱山地域の煤煙による汚染が深刻であること、酸性雨ゾ

ーンが形成されたこと。 

③ 生活ゴミと工業廃棄物問題：都市人口の増加により生活ゴミが大量に増えたものの処

理場が少ないこと、製錬業と化学工業をはじめとする工業企業による有害な廃棄物は

汚染元となること。 

この汚染問題に対する記述を、前述した 1970－80 年代の汚染調査報告書と比べると、汚

染を個別企業もしくは一部の区域における現象ではなく、自然環境の全体に広まった現象

 
40 株洲市の清水塘団地の工場で働く履歴がある曽北危は当該事業のチーフエンジニアに

任命された。 
41 湘江流域環境汚染対策の円借款事業は 1997 年度と 1998 年度の２フェースに分ける。

1997 年度の承諾額は 5,678 百万円、1998 年の承諾額は 6,175 百万円である。なお、総実

行額は 11,849 百万円である。（国際協力機構 2010） 
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として書かれた。とはいえ、広々とする湘江流域において、どこの何が対処すべき汚染問題

として円借款事業に選ばれるのか。湖南省政府はマスタープラン（1998）で、事業立案の原

則は 4 つあると説明した。 

① 湘江流域の主要 3 都市である長沙、湘潭、株洲を中心に事業を展開すること 

② 都市の飲用水の安全と民衆の健康を守ることを優先に、インフラ施設を作ること 

③ 事業は、資源・エネルギーの節約・廃棄物の減少と資源化・地域経済の持続可能な発

展の促進といった面において典型性、代表性、模範性を有すること 

④ 事業選択について、環境と社会にもたらす便益だけではなく、経済便益と借款返却の

能力も考慮に入れること。 

これらの原則に基づいて、湖南省政府は円借款事業のサブプロジェクトの候補として、

水汚染対策 46 件、大気汚染対策 23 件、固形廃棄物対策 15 件、生態系保護と資源開発 13

件、その他 5 件をリストアップし、国家環境保護局および日本の海外経済協力基金42に提

示した（湖南省計画委員会・湖南省環境保護局 1998）。 

1997 年 9 月と 1998 年 12 月に、国家対外経済貿易部が湖南省政府を代表して海外経済

協力基金と、円借款契約の第 1 号と第 2 号を締結した。そのなかで合意されたサブプロ

ジェクトは、表 2 にある工場廃水対策 9 件、都市下水対策 7 件、大気汚染対策としての

ガス供給 6 件、都市ゴミ処理 3 件、そして環境管理能力強化 1 件である43。特に投資額の

割合からみると、事業の投資は都市下水と工場廃水を含めた水汚染対策に偏重する44。 

 

図 4 類型別サブプロジェクトの投資額の割合 

（出所）湖南省計画委員会・湖南省環境保護局（1998）をもとに筆者作成 

 
42 1999 年 10 月に、海外経済協力基金と日本輸出入銀行が統合し、国際協力銀行

（JBIC）となった。そして、2008 年 10 月に、JBIC と国際協力事業団（JICA）の海外経済

協力部門が統合し、新 JICA が誕生した（国際協力機構 2019） 
43 湖南省政府が提案した「生態系保護と資源開発」という類のプロジェクトは、円借款

事業として採択されなかった。 
44 湖南省計画委員会（1998）が作成したプロジェクト実施計画のデータによると、投資

総額 166,587 万元の内、内貨は 86,105 万元（51.68%）、円借款は 10,922 百万円（48.32%）

（当時の為替レートは、人民元：日本円=1:13.6）。 
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採択されたサブプロジェクトのうち、ここで特に注目したのは、図 5 の左上にある、

張家界市で実施されたサブプロジェクトである。張家界市は、通常は湘江流域の区画に入

らないかつ主要な工業都市でもないから、このサブプロジェクトの採択は一見すると、前

述した湖南省政府が挙げた事業立案の原則と合致しない。張家界市政府の計画委員会が

2001 年に国際協力銀行の調査団に出したプロジェクト調整報告では、このサブプロジェ

クトの経緯に関する説明があった。 

張家界市計画委員会によると、張家界市における一部の区域が世界自然遺産と

UNESCO に指定されてから、都市化による生態環境の破壊問題がしばしば海外の専門家

に指摘された。湖南省政府はこのことを重視し、1998 年から世界自然遺産区の観光開発

を図りながら、そこでの生態環境の修復事業を計画していた。世界自然遺産区の観光開発

による生態環境の破壊を防ぐため、観光客の宿泊や買い物を既存の都市部で済ませるよ

うにするのが望ましい。そのため、既存の都市部で観光施設の増設が必要であるが、基本

なインフラ施設ですら欠如しおり、下水道と汚水処理施設はほとんど整備されていない

状況であった。よって、世界自然遺産区における生態環境を保護するために、張家界市の

都市部での汚水処理場の建設が必要となる。実際にも、この国際協力銀行へのプロジェク

ト調整報告では、張家界市計画委員会は、計画中の汚水処理場の規模を拡大するのと、

元々世界自然遺産区に計画していた汚水処理場を取り消し、都市部での汚水処理場に変

更すると申請した（国際協力銀行 SAPI 調査団 2001）。 

 

図 5 円借款事業のサブプロジェクトサイト地図 

（出所）国際協力機構（2010：3₋4）により引用、赤で強調する箇所は筆者加筆 
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要するに、この時期において、汚染とは、水汚染、大気汚染、都市化による汚染といっ

た広範囲の環境破壊を指していた。湘江流域の汚染に対処するはずの円借款事業に張家

界市という湘江と隣接しない地域が対象地域に含まれたことも、世界自然遺産区におけ

る生態保護という意図も、汚染問題のスケールの拡大を表している。汚染は、個別企業に

おける資源利用の問題だけではなくなり、広域の生態環境を取り巻く問題と見られるよ

うになったのである。 

 

3.3.2 環境プロジェクトの経済便益 

環境プロジェクトを実施するのに当たって、プロジェクトの費用・便益は重要な検討事項

である。広域を覆うプロジェクトはがもたらす経済便益を測るのに、従来のように、個々の

企業での技術革新による資源利用率の伸び、もしくは汚染物の回収利用の生産価値という

計算方法は適用できない。そこで、湖南省政府によるマスタープランでは、環境保護プロジ

ェクトの経済的内部収益率（EIRR）、すなわち事業が国民経済にどの程度貢献するかという

指標を用いて計算した。マスタープランの最後の節では、どうして湘江流域環境汚染対策事

業の経済便益を評価するためにこの計算方法をとったかについて墨を惜しまずに論述した。 

マスタープランは、汚染は外部性という誤った認識に起因する45と弁明したうえ、事業評

価する際に EIRR を用いる妥当性をこう説明した。 

環境保護プロジェクトは、経済的な観点からすると、そうした外部効果を内部化させる

こと、すなわち企業が外部に移転した汚染を内部に引き戻して負担させることである。

よって国民経済の視点から環境保護プロジェクトを評価するのが合理である（湖南省

計画委員会・湖南省環境保護局 1998：97）。 

円借款事業による大規模な環境インフラ建設プロジェクトに向けて、個々の企業を単位

とする従来の評価方法は適用できなくなったからこのような新たな計算方法を導入したの

であろう。一方で、資源の利用率という個々の企業の生産上の利益やコストだけではなく、

今までの計算のなかで見落とされてきた社会経済の全体に与えるインパクトを定量的に測

ろうとするのは、この便益評価の狙いである。 

この考え方に基づいて、汚染による経済的損失額と対策事業に必要となる建設費、運営費

を係数に、計算できた湘江流域環境汚染対策事業の EIRR は、12%-14%というかなり高い数

値である。つまり汚染対策事業は高い内部収益率をもたらしうる事業であることを意味す

る。新しい計算方法によるこの数値の信憑性に関して、マスタープランは続いてこう訴える。 

 
45 マスタープランはこう主張した。「汚染は多方面によるものであるが、概念上、認識

上の起因は、資源環境は無料なものであるという誤った認識をもつことによって、内部コ

ストが外部化されることである。すなわち、企業は利益追求とコスト削減のため、汚染を

社会と民衆に差し出したことで、汚染を醸成した。」（湖南省計画委員会・湖南省環境保護

局 1998：97） 
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（このような新しい計算の仕方は）また人々に納得させることは難しいかもしれない。

だが、環境資源そのものの価値は徐々に世間に認められると、その稀少性により、環境

資源の真の価値は、従来の無視や歪曲から、修復され確認されるのであろう。環境資源

の価値を国民経済の計画、統計、監査に入れることは、近いうちに社会に納得されるよ

うになる（湖南省計画委員会・湖南省環境保護局 1998：98、カッコのなかは筆者によ

る補足）。 

汚染は自然環境を広く取り巻く現象であるという認識に至ったこの時期に、その広範囲

の汚染について対策を講じることは、環境資源の価値の回復と発揮を意味していた46。この

理念の転換は、自然環境の改善と広域経済の開発との並行的推進にもつながる。湘江流域の

主要 3 都市、長沙、湘潭、株洲を一団にして「生態経済圏」を作るという湖南省政府の構想

は 2003 年から発端した47。汚染問題のスケールの定義が拡張したことにつれ、経済と環境

の両立を求める範囲も広がったのである。 

 

3.3.3 環境インフラの建設 

海外経済協力基金の報告書では、湖南省政府のマスタープランと大よそ同じ論調で湘江

流域の汚染の実態を述べたうえ、汚染対策のあり方について、次のように説明した。 

当地域から排出される工業・生活排水により湘江流域の水質は悪化しており…深刻な

環境悪化を引き起こしつつあるため、流域主要都市での下水道整備と汚染負荷の高い

工業汚水源対策の実施が早急に求められている。 

また、当地域の大気汚染も深刻であり…さらに、家庭ゴミ等固形廃棄物が増大する一方、

衛生的な処理設備は十分に整備されておらず、これら環境問題に対応するために、都市

ガス化事業、廃棄物処理所建設事業等の実施が必要とされている（海外経済協力基金 

1997：4）。 

この時期に工業企業は依然として主要な汚染源であるが、個々の企業による汚染物の処

理と回収だけでは、広範囲の水汚染、大気汚染、都市ゴミといった問題と対処できなくなっ

 
46 ただし、湖南省政府はそういっても、地域社会の観念はそう簡単に変わるものではな

い。SAPI 調査団が 2001 年の調査で、次のような問題を指摘した。「工業廃水対策事業に関

して、企業らは廃ガス、廃水の回収利用といった直接な経済利益に関連するプロジェクト

に関心がとても強く、実施も早い。だが、廃水の処理とモニタリングに関するプロジェク

トは遅れている。一部の大手企業に以外に、関心度が低く、それが政府の仕事であると思

う企業も多い」（国際協力銀行 SAPI 調査団 2001：2）。このことより、企業たちの経済と

環境との関係に対する考え方は依然として自らの企業の便益に留まっていることがわか

る。 
47 2003 年 8 月 18 日湖南省政府は、「湖南省湘江の長沙、湘潭、株洲区域における生態経

済圏の建設と保護プラン（湖南省湘江长沙株洲湘潭段生态经济带建设保护办法）」を公表

した。 
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た。湖南省政府のマスタープランも、日本側の報告書も、汚染を点とした事象ではなく、自

然環境を広く覆うような事象として捉えたのである。広範囲に及ぶ環境破壊として描写さ

れた汚染と相応するのは、大規模な環境インフラの建設という対処法である。 

1997 年に調印した「湖南省湘江流域環境汚染対策事業」は、表 2 が詳述したように、汚

染源工場での設備導入のほか、流域主要都市での下水道整備、汚水処理場の新設、都市ガス

の供給、ゴミの衛生的埋め立て処分場といった環境インフラが湘江沿岸で立ち上がった。広

域の汚染を処理できるような大型環境インフラの建設といった対症療法が、汚染問題の解

決手段であると、湖南省政府と日本側が合意した48。 

 

表 2 湘江流域環境汚染対策事業サブプロジェクト一覧 

類型 1：都市下水対策事業 類型 3：大気汚染対策事業 

1-1) 永州市下水道整備事業 

1-2) 岳陽市下水道整備事業 

1-3) 常徳市下水道整備事業 

1-4) 株州都市下水汚染対策 

1-5) 臨湘市長安河下水汚染対策 

1-6) 長沙開発区下水汚染対策 

1-7) 張家界世界自然保護遺産地区環境汚染対策 

3-1) 邵陽市コークスガス供給事業 

3-2) 株州市コークスガス精製供給事業 

3-3) 長沙市都市ガス供給 

類型 2：工場廃水対策事業 類型 4：ゴミ処理対策事業 

2-1) 株州製錬工場廃水処理設備拡張事業 

2-2) 株州化学工場廃水処理事業 

2-3) 湖南鉄合金工場クロム鉱滓処理事業 

2-4) 湘江窒素肥料工場廃水・廃棄物処理事業 

2-5) 湘潭製紙工場水質汚染対策事業 

2-6) 水口山鉱務局水質汚染対策事業 

2-7) 湘潭鋼鉄公司排水等汚染対策 

2-8) 劉陽市木材パルプ・製紙排水汚染対策 

2-9) 劉陽市窒素肥料工場排ガス等汚染対策 

4-1) 衡陽市ゴミ埋め立て処分場建設事業 

4-2) 長沙市ゴミ衛生埋め立て処分場建設 

類型 5：環境管理能力強化事業 

5-1) 湖南省環境モニタリングセンター 

（出所）国際協力機構（2010：3－3） 

 
48 ただし、事業が進んでいくうちに、さまざまな難点が出てきた。湖南省側は、事業対

象であった工場の倒産、入札手続きの不具合、資金不足といった理由により、プロジェク

ト内容の変更と借款の増額を日本側に求めていた。だが、事業内容変更の審査は、中国国

内と日本という二重手続きがあり、時間がかかる。また、日本円は中国輸出入銀行を経由

して湖南省の財政局と借款契約を結び、そして湖南省財政局がプロジェクト対象地の市の

財政局と企業に資金を借り出す。このような手続きが長いため、一部のプロジェクトは予

定より遅れていた（国際協力銀行 SAPI 調査団 2001）。 
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これらの環境インフラを建てても、その有効性と持続性を確保するのに、インフラを建て

た後の運営とメンテナンスは肝心である。2001 年に国際協力銀行の SAPI 調査団がプロジ

ェクトの実施状況を視察した後、施設の運営とメンテナンスに関する教育訓練を強化すべ

くことを湖南省政府に提案した。これらの汚水処理所のすべては、対象都市における初の汚

水処理施設であるため、当時湖南省のなかで技術を把握した人員は少ない。よって、SAPI

調査団（2001）は、汚水処理施設の設計を担当する組織が研修プランを制定することと、設

備購入の契約のなかで技術研修の時期を設ける旨を書き込むことを湖南省政府に提案した。 

その後、一部の事業者は、教育訓練のための予算の増加を湖南省政府に申し立てたたり、

スタッフを隣の湖北省の武漢大学に派遣し技術研修を受けさせたり、もしくは国際協力事

業団の研修スキームを通して日本の研修に参加させたりした（国際協力銀行 SAPI 調査団 

2001，国際協力機構 2010）。さらに、湖南省の長沙市政府の部局は、円借款事業の一部であ

る長沙市第１下水処理場の技術者や管理者を、ほかの新規に建てられた下水処理場に派遣

し、これら新たに得た技術や管理方法を普及させようとした（森ら 2008）。その結果、当該

事業の事後評価書では、「運営・維持管理の要員、技術者数、研修やマニュアルが整備され

ているサブプロジェクトがほとんどで、おおむね問題はない」と、事業の持続性を A と評

価した（国際協力機構 2010：3-22）。 

また、当該事業の効果について、事後評価書では、量的分析と質的分析の両方から測った。

しかし、そこで相反する結果が出た。事業の効果を定量的分析すると、各サブプロジェクト

はおおむね目標通りに稼働しており、サブプロジェクト近隣河川の水質も改善の傾向にあ

る。しかし、湘江の水質汚染に関して湘江の周辺住民に対して受益者調査によると、10 年

前は湘江の「汚染が非常に深刻、汚染が比較的深刻」と感じる人々の割合は 25.5%だったの

に対し、2010 年時点は 73.6%になった（国際協力機構 2010：3-20）。汚染の改善を証明する

科学データと、人間の汚染に対する感受性は明らかに異なっている。汚染問題の捉え方を、

人間を中心に据える形に見直す必要が迫ってきたのである。その転換点となるのは 2006 年

である。 

 

3.4 人間を中心に据えた汚染の捉え方 

3.4.1 人間に対する脅威としての汚染 

円借款事業で湘江流域における汚染対策インフラは整備されてきたが、それらのインフ

ラが稼働してから間もないうちに、2006 年に「湘江の最も暗い一日」（黄 2022）といわれ

る湘江カドミウム汚染事件が起きた。2006 年 1 月 6 日、株洲市政府は、湘江のヘドロを清

掃し、そこに堆積した金属汚染物を取り除く作業をしようとした。しかし、工事中のミスに

より、汚染物は 130 ㎞ほど蔓延した。下流にある湘潭市、長沙市の水道局の取水口が汚染さ

れ、水供給の危機的状態になった。そして、1 月 8 日に、株洲市の新馬村で 150 人以上がカ

ドミウム中毒になり、村の農作物もすべて汚染され食用にできなくなった（黄 2022，邱ら 

2007，洪 2006）。その後、株洲市、岳陽市、長沙市などの各地において被害者が続々と出て、
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中毒死は 4 人、体内のカドミウムが過量になる人は 2,991 人である。政府に苦情を申し立て

る被害者が多くおり、全国のメディアもこの事件の報道を盛り上がっていた（李・黄 2017）。 

湘江流域において汚染の人間に対する脅威という一面が顕在化する一方で、その時期に

おいて中央政府は人間を中心に据えた発展のあり方を提唱していた。中央政府は 2003 年か

ら「科学的発展観」49という理念を打ち出し、「全面的でバランスのとれた、持続可能な発展

観」と定義した。バランスのとれた発展を実現するのに、環境保護は不可欠な一環である。

国務院は 2005 年に「科学的発展観を実現し、環境保護を強化する決定（国务院关于落实科

学发展观加强环境保护的决定）」を公表した。その「科学的発展観」の中核となるのは「人

間本位（以人为本）」である。 

自らの地域における汚染事故の発生と、中央政府による人間本位の発展の強調という二

重の圧力に直面する湖南省政府は、2006 年から 2012 年の間、湘江流域の汚染対策に特化し

た計画をほぼ毎年に新しく作っていた50。それらの計画の中で共通して繰り返されるのは、

人間を中心に据えた科学的発展観への追求である。 

まずは湘江カドミウム汚染事故に緊急に対処するため、湖南省環境保護局は「湘江流域に

おけるカドミウム汚染対策の特別計画（湘江流域十一五镉污染防治专项规划）」を制定した。

この計画は、「人間本位」を第一の原則とし、「計画の重点中の重点は、住民の飲用水の安全

を保障し、水源地の水質を保護し、突然な事故を即時に処理すること」と述べた（湖南省環

境保護局 2006：1）。汚染対策は、単に自然環境の保護というのではなく、人間の安全を守

るためであるとしたのである。 

湖南省政府は環境保護の理想像を、2006 年の「科学的発展観を実現し環境保護を強化す

るための決定（湖南省人民政府关于落实科学发展观切实加强环境保护的决定）」のなかで描

いた。それは、「人民群衆がキレイな水を飲む、キレイな空気を吸う、安心な食物を食す、

良好な環境で暮らす」という光景である（湖南省人民政府 2006：1）。ただの自然環境に対

する汚染をいかに削減するかではなく、あくまでも人民の福祉向上というポジティブな目

標が表象されていた。 

 
49 中国共産党の第 16 期中央委員会第 3 回全体会議で、「中国共産党中央の社会主義市場

経済体制の健全化に関するいくつかの問題についての決定」は採択され、「科学的発展

観」は胡錦涛主席による新しい指導思想と位置付けられている。 
50 「湘江流域におけるカドミウム汚染の特別計画（湘江流域十一五镉污染防治专项规

划）」（湖南省人民政府、2006 年）、「第 11 次 5 カ年計画期間における湘江流域の水質汚

染の防止と制御に関する（『十一五』湘江流域水污染防治规划）」（湖南省人民政府、2007

年）、「湘江流域総合計画大綱（湘江流域综合规划大纲）」（湖南省水利水电勘测设计研究总

院、2008 年）、「湘江流域水汚染総合対策実施プラン（湘江流域水污染综合整治实施方案）

（湖南省人民政府、2008 年）、「湘江流域管理計画（湘江流域管理规划）」（湖南省水利厅、

2011 年）、「湘江流域重金属汚染対策実施プラン（湘江流域重金属污染治理实施方案）」（湖

南省人民政府、2012 年）。ほかにも環境汚染に関する計画は多数ある。 
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汚染対策の意義について、湖南省発展改革委员会（2009：1）が起草した「湘江流域にお

ける重金属汚染対策の特別計画（湘江流域重金属污染治理专项规划）」の最初の一言は、「湘

江流域の人民の生命健康と安全を保障するため」と書かれた。当該計画は、「人民の根本的

な利益を保護するという視点から、湘江流域の総合対策の重大なる意義を深く認識すべき

である」と強調した。言い換えれば、湘江流域における汚染は、自然環境を破壊するから対

処すべき汚染となるではなく、人間の安全を脅かし人間社会に弊害を及ぼすため、対処しな

ければならないのである。 

実際のところ、湘江流域における汚染状況は、2005 年以降、円借款事業での環境インフ

ラの建設と、汚染削減目標に達成できなかった一部の企業の廃業・移転により、改善しつつ

ある。湘江の重金属汚染物が国家基準を超過する回数は著しく少なくなり、固形廃棄物の増

加率も毎年低下している（湖南省人民政府 2009）。ただし、2006 年湘江カドミウム事件に

加え、2009 年に瀏陽市51でカドミウム中毒事件が発生し、体内のカドミウムが過量になる人

は 509 人、中毒死は 3 人であった（李・黄 2017）。それらの汚染事件によって人民の汚染に

対する不安は煽られて、その不安感情が広がったことで社会は不穏になった。湖南省政府は

2009 年の計画草案のなかで、重金属汚染が人間の健康に与える悪影響と近年の汚染事故を

列挙したうえ、「一連の重金属汚染事故と環境悪化の傾向は…社会の調和を影響する重要な

要因となる」と問題視した（湖南人民政府 2009：10）。 

よって、「人と水の調和」（湖南省水利水電勘測設計研究総院 2008：11）と「社会の全面

的な調和」（湖南人民政府 2009：10）を目指して、湘江流域の管理は水汚染の防止と水資源

の管理の二本立てで、その第一の任務は「人民の生存と発展のため水に対するニーズを満足

させる」こととなっている（湖南省水利庁 2011）。湖南省政府は、2015 年末まで、湘江流域

内における「民衆の健康を脅かす重金属汚染の顕著な問題」が基本的に解決されるという人

間本位の目標を立てた（湖南省人民政府 2010）。 

 

3.4.2 経済開発に対する反省 

「人民の生存と発展のニーズ」が議論の俎上に載せられたとき、いままでの開発のあり方

を問い直す動きが現れた。湖南省人民政府は汚染の起因を以下のように反省した。 

湘江の重金属汚染問題は、本質上、この流域における経済・社会の発展のあり方が不合

理であることの反映である。経済社会の発展の様式を持続可能な発展となる生産と消

費に転換し、経済成長と環境保護が統一されるような体制とメカニズムを立て、発展の

あり方の転換のための制度的基礎を構築すべきである（湖南省発展改革委員会 2009：

9）。 

汚染対策の実施に当たって、問われたものは汚染対策の経済便益ではなく、経済開発その

 

51 省都の長沙市に属す行政区の一つである。 
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ものであった。湘江流域における経済社会の発展の様式をたたき直そうとする湖南省政府

が選んだ学びの対象は、ヨーロッパのライン川流域である。当該計画は「計画の原則」に「湘

江を『中国のライン川』に改造」という文言を書き込んだ。 

「湘江を東のライン川に」という構想は、2008 年 6 月に当時の省長、周強によって湘江

流域水汚染総合対策会議で初めて提案された。それからの湖南省政府が制定した汚染対策

計画のなかで、ライン川は重要な参照対象となっていた。ライン川は、かつて沿岸の数多く

の工業企業による汚染が深刻だった一方で、国際河川として流域の各国の間の利益調整は

難しかったがその特徴として挙げられる。そしてこの二つの特徴は、湖南省の工業に偏った

産業構造と、沿岸の各都市の間の水をめぐる緊張関係とよく共通する（湖南省社会科学院課

題組 2012）。このような共通項により、汚染河川から更生したライン川の汚染対策経験は、

湖南省政府に注目された。 

ライン川の汚染対策を参考に、湖南省政府が自らのいままでの経済開発を見直そうとす

るなかで、湘江流域の経済と産業構造の欠陥は明白にされていった。湖南省政府の指示をう

け、ライン川の汚染対策経験の研究を行った湖南省社会科学院（2012）の指摘によると、ラ

イン川の汚染対策は、沿岸の汚染企業を改造し、新興の環境保護産業の育成と開発を重視し

ていた。それに対して、湘江流域では、一次産業の比重が高く、二次・三次産業の比重は全

国平均水準よりも低く、工業化のレベルはひどく遅れていた。加えて、湘江流域の多くの工

業企業は、大きな環境汚染を作り出す一方で、企業規模は小さく、競争力が弱い。湖南省政

府は、ライン川の経験から、湘江流域の産業構造の不合理性は、汚染対策の実施の阻害要因

であるのと同時に、経済発展の阻害要因でもあるという結論に至った（湖南省人民政府経済

研究信息中心課題組 2014）。 

そこで提案されたのは、遅れた産業を淘汰し、流域の産業構造を一変することである（湖

南省社会科学院課題組 2012）。「人間のニーズを満足させる」ような汚染対策を求める湖南

省政府は、産業構造の調整に主眼を置いた52。 

 

3.4.3 産業構造の調整 

民衆の健康を脅かす重金属汚染の問題を徹底的に解決しようとする湖南省政府は、2009

年から重金属汚染に特化した対策計画を起草し、「構造調整を主な手かかり（以结构调整为

主线）」（湖南省人民政府 2009：11）とした。湖南省政府は 2009 年から 2012 年にかけて、

 
52 そういった産業構造調整の動きは、湖南省全体の経済発展の計画、「湖南省国民経済

と社会発展の第 11 次 5 ヵ年計画（湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要）」と

連動したものである。当該計画は、湘江流域を重点的に開発し、そこに新興企業を誘致し

ようと構想した。特に主要 3 都市の長沙、株洲、湘潭を一体的に開発し、経済圏を作るこ

とを構想し、交通、電力、デジタル、ファイナンス、環境といった 5 つのグリーン産業を

促進すると計画した。 
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産業構造調整の目標を考案していた53。 

湖南省発展と改革委員会は、2009 年に「湘江流域の重金属汚染対策の特別計画（湘江流

域重金属污染治理专项规划）」を起草した。草案のなかで、産業構造調整の目標として、カ

ドミウム汚染企業と同じように一部の重金属企業を廃業させることを予定した。飲用水水

源保護区をはじめとする環境が脆弱であるエリアにおける重金属企業の移転と、技術の改

造によるクリーナープロダクションの促進といった項目が含まれる。 

当該草案は専門家に審査され、「国家と地方における産業調整と振興の計画に沿って、産

業構造の調整と遅れた企業の淘汰に関する内容を充実すべき」と指摘された（湖南省人民政

府 2009：2）。そこで修正された目標は、重金属関連企業の廃業・移転・合併に関する指標

のほか、「年間生産額 100 億元以上の非鋼金属企業を 4 社、50−100 億元の企業を 8 社、10 億

元以上の企業を 16 社育成する」という、工業企業の大型化の目標が加えられた（湖南省人

民政府 2009：12）。 

そして、淘汰の対象となる企業は、2010 年に修正されたバージョンの中でより明確にな

った。すなわち、「規模が小さい、環境破壊の潜在的なリスクが大きい、対策だけでは機能

しつらい、かつ工業団地に加入できない企業」である。特に年間生産額は 1000 万元以下の

重金属関連の小企業は、汚染対策として真っ先に処理しなければならない対象となった。理

由として、そういった企業は、「生産技術のレベルが遅れており、一次製品が多く、精密加

工された製品が少ない、特に高付加価値の製品の割合が低い」ことが指摘された。そういっ

た遅れた技術と設備による生産において、「汚染物の排出が多く、原材料と廃棄物の利用率

が低い」から、民間の小企業の淘汰は余儀なくされた（湖南省人民政府 2010：14）。 

小企業の淘汰だけではなく、湖南省政府は起業に対しても生産規模の基準を設けた。非鋼

金属産業を例にすると、亜酸化亜鉛（Zn2O）の年間生産量 1000 トン以下、酸化亜鉛（ZnO）

の年間生産量 8000 トン以下、 硫酸亜鉛（ZnSO4）の年間生産量 10000 トン以下の生産ライ

ンについて、湖南省政府は開業を許可しないと規定した（湖南省人民政府 2010） 

その汚染対策計画の最終バージョン、すなわち 2011 年に国務院に批准された「湘江流域

の重金属汚染対策実施プラン（湘江流域重金属污染治理实施方案）」では、産業構造調整の

目標はこう定められた。 

重金属に関する産業構造を改良し、重金属に関わる企業を 2008 年と比べて 50%減らす

こと。廃業・合併によって、重金属企業の規模が小さかったこと、立地が分散していた

 
53 その以前にも、小型企業を取り締まる動きはあった。2006 年の多発したカドミウム中

毒事故に緊急対処するための、「湘江流域カドミウム汚染対策の特別計画」のなかで、第

一の任務はカドミウムを排出する企業 88 社の処置である。処置の主要手段は、生産規模

の小さい企業（カドミウムの含んだ顔料の生産量は年間 10 トン以下、亜鉛の生産量は年

間 1000 トン以下）の閉業期限を定めることと、他の企業の違法排出に対する監督管理を

強めることである。また、2006 年の「科学的発展観を実現し環境保護を強化するための決

定」においても、産業構造の調整が汚染対策として挙げられた。 
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こと、管理が混乱であったこと、を徹底的に改変する。企業を大きく、強くしていくこ

とによって、産業の継続とサプラインチェーンを保障し、質の高いかつ速い発展を図る

（湖南省人民政府 2012：3）。 

この計画の実施により、2013 年まで湘江流域において、「生産力が遅れている」とみなさ

れる民間の小企業は総計 893 社が淘汰され、重金属関連の企業の数は 47%減少した（湖南

人民政府 2014）。 

一方で、大型の工業団地にある企業に関しては、汚染物排出の総量を削減するという目標

に向けて、汚染物処理施設の導入と、処理技術の向上を主要な対策である（湖南省人民政府 

2008）。特に、株洲製錬場や水口山製錬局といった経済規模の大きい老舗の国営企業につい

て、湖南省政府はこれらの企業の技術的優位性を発揮させ、循環経済を発展させようとした

（湖南省人民政府 2009）。また、湖南省政府は、工業企業を大規模な工業団地に移転させて、

団地内の汚染物を回収利用し循環を作ること、さらには団地内で汚染処理施設を統一的に

建てることを図った（湖南省人民政府 2012，2013a）。団地内の汚染物の回収利用をめぐる

好事例を創出したことで、清水塘工業団地を含めた 6 つの団地は国レベルの循環経済実践

区と認定された（湖南省発展改革委員会 2015）。 

人間を汚染から守り、人間のニーズを満たすという人間本位の理念は、従来の経済開発の

あり方を見直すことの裏付けとなった。湖南省政府は既存の産業構造が汚染の原因である

と認識し、産業構造の調整に着手し、特に汚染をもたらし生産効率も悪い小企業に目を付け

た。一方で、経済的な支柱である工業団地とそこでの大企業は、循環経済を実現し汚染対策

を推進するのに、功労のある担い手となった。 

 

3.5 グリーンな再開発に向けて 

3.5.1 汚染という歴史的・政治的責任 

上述した人民の健康を脅かす重金属汚染問題を徹底的に解決するため、湖南省の人民代

表および湖南省環境保護庁の副庁長潘碧灵は 2009 年から中央政府に湘江流域の汚染対策の

重要性を口説いていた。中央政府は湘江流域の汚染問題を注目するようになり、国家発展改

革員会、環境保護部、科学技術部からの視察団は湖南省を訪ねて実態を調査した。その後、

湖南省政府は中央政府と協議しながら、湘江流域の重金属汚染対策計画の修正を進めてい

た（李・黄 2017）。 

2011 年に国家発展開発委員会と国家環境保護部は「湘江流域の重金属汚染対策実施プラ

ン」を批准した。それより、湘江流域の汚染対策は国レベルの事業となった。これは全国で

初めて中央政府に批准された重金属汚染対策事業である。それから、湖南省政府は、2012 年

に湘江流域の汚染対策を政府の「第一の重点事業」と位置づけ、2013 年から 2021 年にかけ

て 3 つの「三年行動計画」を実施した。 

第１次三年行動計画の開始に当たって、湖南省の省長に就任したばかりの杜家毫（2013）

は、「国家の重視と支持、そして湖南省の人民の期待を裏切らない」ように、当該事業を素
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早く推進することを強調した。杜は、湘江流域保護対策委員会の会議で、湘江流域の汚染の

現状と汚染対策の必要性についてこう語った。 

わが省の重金属汚染は歴史的に形成されたものであり、累積的な汚染である。現在、湘

江流域の水利用の安全はわが省の食糧、食品の安全に影響を及ぼしている。民にとって

食糧問題は最も重要なことであり、食糧問題は水に依存している。水は命の源である。

第一の重点事業を実施することは、この難しい課題を解決し、子孫にきれいな水を残し、

永続に発展していくための基礎と条件を残すためである（杜 2013）。 

言い変えれば、汚染を作り出した元凶は、現在稼働している工業企業というよりも、過去

に汚染物を排出してきた企業にあるということである。同じく汚染を現在から過去へと歴

史の次元に広げる汚染の定義は、汚染対策の第 1 次三年行動計画で見られる。その計画に

は、「工業、農業、生活などの歴史により、汚染は長期的に累積してきたため、水汚染は依

然として深刻である」と述べられている（湖南省人民政府 2013a）。 

これまでの湘江流域における汚染対策は、目の前に発生する汚染排出を削減することを

目指し、工業企業の技術革新や経営上の制限、または汚染処理施設の整備などを行った。汚

染を歴史の累積として定義した途端、湖南省政府は環境に対して「新しい借りを作ってはい

けない一方で、過去に借りた分を努力して償う（新账不能再欠、老账努力去还）」、という汚

染対策の新たな原則を立てた（杜 2013）。 

その「過去に借りた分」を償うのに、湖南省政府の職員らにかなりの重さがのしかかって

いる。直接的な圧力は業績評価である。第１次三年行動計画の実施を確保するため、当該計

画は政府の構成部門を対象とする評価制度を定めた。その評価は、湖南省政府のなかで設置

された湘江重金属汚染対策委員会が担当し、湘江流域の各市・県の人民政府を対象とする。

年度評価の際に、不合格となった、もしくは重大な汚染事故が発生した市・県は「イエロー

カード」で警告される。2 年連続で「イエローカード」に罰された市・県は、ほかの事業評

価で得た優秀の称号が取り消されるほか、財政資金が削減されるという罰が与えられる。事

故の責任者も一年間、業績評価で「優」が得られない（湖南省人民政府 2013a）。 

環境評価を政府職員の業績評価と結びつける動きは、2015 年になってさらに強化された。

一連の環境保護の責任追及に関する制度は国家レベルで制定されたのである。中央政府の

政策54に基づいて、湖南省政府は「湘江流域において水環境保護行政執法責任制の通知」を

公表したうえ、地方レベルの法規として「湖南省環境保護に関する職責の規定（湖南省环境

保护工作责任规定（试行））」（2015 年）と「湖南省における重大環境問題・事件の責任追及

の方法（湖南省重大环境问题（事件）责任追究办法（试行））」（2015 年）を制定した。 

ここで言う「重大環境問題・事件」とは、「環境保護の責任を履行する過程のなかで、履

行しない、不当行為がある、違法行為がある、そして深刻な結果と悪質な影響を及ぼす」こ

 
54 「生態文明制度改革の総プラン（生态文明体制改革总体方案）」、「党のメンバーに対

する生態環境損害責任の追及方法（党政领导干部生态环境损害责任追究办法（试行））」 
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とを指す（湖南省生態環境庁 2015a）。重大問題の発生と責任の所在が明らかにされると、

担当部門は毎年度の業績評価の際に評価されない。担当者は、現職であろうかほかの部門に

転勤しようが、昇進できなくなることに加え、年度末の総合評価の際に優等の評価から外さ

れる55。これらの処罰以外、事故の具体的な内容によって、担当部門に割り当てる資金が削

減されたり、担当部門が新たに取り組みたいプロジェクトが制限されたりする場合もある。

担当者も、事故の深刻さによって左遷される可能性があり、最悪の場合は司法訴訟を負うこ

とになる。 

省から市への監督だけではなく、行政責任の追及制度は、2017 年の河長制度によって小

地域の担当部門と担当者を網羅するようになった。省長は総河長として市レベルの河長の

責任履行を監督する。市レベル河長は、区・県・村レベルの河長を監督する。各行政区域に

おいて河長の業績評価制度が建てられ、その評価結果は年度業績評価内容の一部になる（湖

南省人民政府 2017）。また、川沿いの各所において河長情報の掲示板は立てられ、各レベル

の河長の名前と村レベルの河長の電話番号、市民の意見の受付窓口情報も掲示される56。 

これらの責任追及の規定は、「生態文明の建設を促進するため」に制定されたのである（湖

南省生態環境庁 2015a）。「生態文明の建設」は、2012 年の中国共産党第 18 回全国大会の報

告により、「社会主义現代化建設」の一環と位置付けられたのである。「生態文明」は「緑の

山河は金山・銀山にほかならない」という環境と経済の両立を理念とするが、単純に持続可

能な開発を唱えるものではない。イデオロギーと結び付けられ、「マルクス主義の中国化の

成果」と「現代工業文明を超越する新たな文明の形態」として、西側諸国の環境保護思想と

一線を引くものである（顧 2019、潘 2019）。このような文脈のなかで、中央政府は生態文

明をめぐって次のように制度的改革を求めた。 

生態文明の建設は、単に経済の持続的発展に影響するだけではなく、政治と社会の建設

にも関わっているため…経済建設、政治建設、文化建設、社会建設の諸方面と全過程に

入れ込むべきである（国務院 2015）。 

湖南省政府のみならず、全国において生態文明の要求を行政目標、評価、奨励・処罰の制

度に加えた動きは、このような中央政府の政策指向によるものである。顾（2019）によると、

中国がイデオロギーと結ばれた生態文明の方策を制定したことは、国家の意志と政治的介

入によって自然環境を修復することを意味する。 

上述した評価制度と責任追及制度の整備により、汚染問題は、もはや目の前にある環境破

壊や民衆にとってのリスクだけではなくなった。過去の歴史上に発生した汚染も対処しな

ければならない問題となり、そしてその問題は政府の職員たちにとっての政治的な任務と

責任にもなった。 

 
55 なお、処罰が続く期間は、事件調査組によるケースバイケースの判断になる。 

56 筆者は 2022 年 9 月に湖南省を訪ねたときにその掲示板を見た。 



 

41 

 

3.5.2 環境保護こそ経済開発 

「生態文明」を実現するための主要方針は、「節約優先、保護優先」である。すなわち、

「資源の開発と節約の両者のなかで、節約を優先とする。環境保護と開発の両者のなかで、

保護を優先とする」（国務院 2015）。特に湘江流域を含めた長江流域に関して、「保護を大き

く行い、開発を大きくしない」という国の方針が 2016 年に定められた（楊・徐 2020）。 

環境保護の優先を唱えて、2018 年からの新任省長、許達哲は湖南省環境保護大会で主要

工業団地・鉱山の改造は必然であると強調した。その標的となった工業団地・鉱山は、株洲・

清水塘、湘潭・竹埠港、衡陽・水口山、長沙・七宝山、娄底・錫鉱山という 5 つである。許

（2018）によると、この 5 つの団地は過去において湖南省の経済社会の発展に大きく貢献し

たが、現在の発展のあり方には合わなくなった。「腕ごと切り落とす」勇気をもって、それ

らの団地にある重工業、化学工業企業を廃業・合併・移転させるべきだと、許（2018）は政

府職員らを動員した。このような決断は、視野を長期的に、全体的に、総合的に広げてから

の考量によるものであると、許（2018）は話した。 

5 つの主要団地にある製錬、化学製品、機械製造の企業は、過去において汚染をたくさん

生み出したもの、そして湖南省のさらなる開発を見据えた際に望ましい軌道から外れだも

のと見なされた。いままでそれらの団地は膨大な GDP を生み出し、2010 年代において地元

経済の支柱であるにもかかわらず、除去すべき「汚染源」となった。湖南省政府が 2015 年

に公表した第 2 次三年行動計画（2016—2018 年）は、2018 年までに主要団地における企業

の移転・閉業と固形廃棄物の処理を完成するという目標を立てた。 

なお、工業団地における企業の大規模な廃業・移転は、実は地域の再開発を見据えたもの

である。元省長の杜が指摘したように、湘江の保護対策は「開発事業でもある」（湖南省生

態環境庁 2015b）。古い重工業企業が地域から去っていけば、新しい企業が地域に入ってく

る。湖南省政府が汚染対策に込めた意図は、このような移り代わりによって、産業構造が変

化し、開発の様式は「グリーン」になり、経済の質はよくなるのである。 

このような考え方を根底に置き、湖南省政府は 2018 年に、「湖南省汚染対策の徹底的実施

の三年行動計画：2018－2020 年（湖南省污染防治攻坚战三年行动计划：2018—2020年）」を

新たに公表した。そこで定めた第一の「主要任務」は、「新興産業を早く発展させて、グリ

ーンな産業構造を構築する」ことである。そのための手段について、産業構造の調整、都市

部の汚染企業の廃業と移転、エネルギー構造の調整、輸送業の改造、汚染排出量の削減が挙

げられた。なお、そこでいう産業構造の調整は、生産性の悪い小企業を標的とするのではな

く、従来の主要な工業産業、例えば金属製錬、化学製品、製紙、建築材の製造などの産業部

門そのものを標的とした。主要産業を伝統的な工業産業からハイテクな新興産業に変える

ことが湖南省政府の狙いである。そして、湘江流域の汚染対策の第 3 次三年行動計画（2019—

2021 年）により、5 つの主要団地のうち、株洲・清水塘と湘潭・竹埠港は再開発に向けて除

染作業を進み、ほかの 3 つは引き続き産業構造の調整に努めていた（湖南省人民政府 2019）。 
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3.5.3 大規模融資による除染と再開発 

2011 年から国レベルの事業となった湘江流域の重金属汚染対策の総投資額は 505 億元57

である。そのうち、中央政府による財政支援は 138 億元、湖南省政府の投資は 97 億元、各

市・県・区政府の投資は 105 億元、企業の負担額は 165 億元である（湖南省人民政府 2012）。 

そのような規模の資金に支えられて、一部の工業団地では移転・廃業の計画は順調に進ん

でいるようであった。2013 年から 2015 年の 3 年間で、1182 社の工業企業は湘江流域から去

っていった（湖南省人民政府 2016a）。主要団地の一つ、湘潭・竹埠港における化学工業関

連の企業はすべてなくなった（黄 2022）。企業の廃業・移転とともに、各市の政府は、対象

企業への補助金制度、失業者の再就職へのサポート、移住民の定住支援など様々な保障策を

行っていた。また、過去の工業発展による負の遺産としての固形廃棄物と土壌汚染と対処す

るため、除染と修復プロジェクトも進んでいる（湖南省人民政府 2018a）。 

なお、株洲市の清水塘工業団地は 2013 年から移転計画を立てたが、2015 年までは 18 社

しか動かなかった。この団地は、国家第 1 年 5 ヵ年開発計画の重点プロジェクトであり、湖

南省の工業発展のシンボルになるようなところである。たくさんの金属精錬、化学、機械製

造の企業がここに集まり、261 社の大型企業が稼働しており、1949－2011 年の間に累計 480

億元以上の税金を政府に納めていた（湖南省人民政府 2013c）。この面積 15.15 ㎦の団地は、

約 5 万人の住民が生活している場所でもある（World Bank 2015）。ここを空っぽにして、そ

して再開発するのは容易ではない。 

そこで、移転計画を実行するための一つ大きな資金源は世界銀行の融資である58。総投資

額 15.03 億元のうち、世界銀行の融資は 9.3 億元（1.5 億ドル）、61.87%を占める。国家によ

る財政支援と湖南省政府自力で集める資金は、総投資額の 38.13%である（World Bank 2016）。

2016 年末に世界銀行との借款契約が締結された後、2017 年 2 月から残りの 153 社の企業の

廃業と移転は迅速に執行され、2018 年 12 月に最後の 1 社も完全に閉業した。 

それらの企業が湘江流域から去っていった後の行き先は突き止めにくい。そのうちの多

くは廃業になり、残りは湘江からすくなくとも１㎞離れたところに移転したと考えられる59。

 
57 2012 年の為替レート（人民元:日本円=1:12.6409）で計算すると、6383.65 億円に相当

する。 
58 ただし、15.15 ㎦からなる清水塘団地のうち、世界銀行の融資プロジェクトの対象と

なる区域の面積は 8.48km2である。当該プロジェクトの計画は、直接に影響する企業は 6

社であると想定し、ほかの多くの大手企業が所在する区域を避けた。World Bank（2015）

によると、大企業のいる区域をプロジェクト対象区域に入れると、大量な土地徴収と企業

と住民の移転が発生するから、プロジェクトの実行可能性を高めるために、そのような対

象区域を設定した。 
59 2020 年に可決された「長江保護法」によると、長江の本流・支流の１㎞以内で化学工

業生産の新規開業もしくは拡大は禁止されている。湘江は長江の主要支流であるため、こ

の法律に適用される。湖南省政府は 2020 年から、湘江から１㎞以内のすべての化学工業

企業を対象に、環境基準に満たさないものは廃業させ、ほかは１㎞圏外の工業団地に移転

させる（湖南省人民政府 2020）。 



 

43 

 

移転しても生き残れる企業はごく少ないと黄（2022）が指摘する。影響をうけた社員は 2.86

万人もいる（範ら  2021）。失業になった者に対して政府による再就職支援の仕組みはある

が、情報管理の不備、失業者自身のスキルと意欲の欠如、政府補助金の低さなどの要因によ

り、2021 年になっても失業状態にある人が一定数いる（黄 2018，範ら 2021）。 

去っていったこれらの企業は、実際には、どのような意味で消さなくてはならない汚染と

して捉えられていたのかだろうか。世銀は、プロジェクトの事前評価書の中で、こう書いた。 

これらの企業は、規模が大きく、生産技術が先進であり、環境保護の意識と能力がとも

に強いのである。現在の環境保護政策と、モニタリングのデータによると、これらの企

業は環境基準を満たしている（World Bank 2015：29）。 

要するに、これらの企業は汚染対策により消えざるを得なかった理由は、汚染物排出の多

寡の問題ではないのである。これらの企業は、「この区域における長期的に蓄積された汚染

に直接的な責任を負う」（World Bank 2015：29）。また、団地周辺の「住民との環境補償金協

定があるが、仲が良いとは言えない」という社会的課題も抱えている（World Bank 2015：

29）。そして、湖南省政府は、「グリーンな産業構造」の構築にむけて、この 15.15 ㎦の土地

を除染して、新興産業を呼び込もうとしている。そこで、世界銀行の大規模融資は、歴史上

の汚染を生み出し「元凶」を地元から追い出し、住民の不満をなだめ、そしてグリーンな産

業を新たに呼び込むことの助力となった。 

今までこれらの企業は汚染処理技術の開発や設備投資に多大な努力を払ったが、今日の

汚染問題は、企業による汚染排出量を削減すれば良いという話では無くなった。汚染という

概念は、個別企業を単位とした資源利用の不足と汚染物の放出という事象から、水、大気、

土壌環境の破壊という広範囲の事象へと拡張された。そして、民衆の安全と社会の調和に向

けられる脅威、さらには歴史上の過誤と政治的な責任も、「汚染」という概念に加算されて

きた。それらの社会的な要因が積み重ったことによって、湘江流域の汚染は単に技術的な療

法で対処できる問題ではなくなり、主要団地の大規模な廃業・移転という対処法に至った。 

空地になったこの清水塘団地は、現在、「10 年で新しいエコなまちになる」を目指して、

再開発に向かう。株洲市政府は、アリババ、百度、緑地、三一など大手企業による投資を呼

び込み、デジタル、新エネルギー、ハイテク製造といった新しいグリーン産業を育成しよう

としている（湖南省人民政府 2021）。そして、清水塘団地から出ていった最も規模も知名度

も大きい企業、株洲製錬場は、衡阳市の水口山という同じく汚染対策の主要標的とされる団

地の近場に移転した。衡阳市政府は、70 社の古い化学・製錬企業の閉業を引き換え条件に、

先進な生産技術と環境技術を有する株洲製錬場を招き入れたのである。そこで、政府は地域

の産業振興を目指し、グリーナープロダクションを重視した金属製錬団地を新たにつくろ

うとしている（黄 2022）。  
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第4章 湘江流域からみる持続可能な開発のつくられ方 

4.1 汚染をめぐる理念の拡張 

本研究は、「湘江流域の汚染に対して、湖南省政府の捉え方はどのように変容してきたか」

を問うた。この問題意識は、湖南省政府が貧しい時代にすでに汚染対策が実施されていたこ

とと、環境は改善されつつあるのに工業団地の大規模廃業というかつてないほど強力な汚

染対策をとったことに感じた不思議さから生まれたのである。 

本研究を通して明らかになったのは、湖南省政府の文書なかで語られてきた湘江流域の

「汚染」の意味が社会的・歴史的に構築され拡張してきたことである。湘江流域の汚染は、

表 3 でまとめた軌跡を描いて、個々の企業を単位とする事象から自然環境と人間社会の全

体を取り巻く事象になり、人間にとっての脅威と責任といった社会的な次元も積み重ねて

きた。このように、個別企業の技術革新から支柱企業の大規模廃業・移転に転化するという

汚染対策の変化の過程は、湖南省政府が汚染の定義を拡張し、経済と環境の両立の仕方を書

き直す過程でもある。 

汚染問題は消え去らないのが、それぞれの時代における汚染問題は異なっており、そして

汚染対策につねに課題が潜んでいるからである。そして汚染対策の限界もしくは想定外の

結果が現れてくる際に、湖南省政府は理念を度々書き直してきた。 

 

表 3 湘江流域の汚染に対して湖南省政府の捉え方の変容 

 汚染とは何か 環境と経済との関係 汚染対策の重点項目 

建国―1972 年 汚染は資本主義の不

治の病 

工場廃棄物は生産拡

大に貢献しうる資源

である 

工場の廃棄物の回収

利用 

1973－1996 年 工業企業の資源利用

の不足により、排出

物は環境基準を超過

する 

資源の利用率を上げ

ると、汚染を削減で

きるし企業の収益向

上にもなる 

技術革新と行政規制

により、企業の汚染

物の排出量をコント

ロールする 

1997―2005 年 上記＋広域の環境破

壊 

環境プロジェクトは

国民経済に貢献する 

環境インフラ 

2006―2011 年 上記＋人民の安全と

発展ニーズに対する

脅威 

経済開発の不合理が

汚染を招く 

産業構造調整のた

め、小型企業の廃業・

移転 

2012―2022 年 上記＋歴史的・政治

的責任 

環境保護こそ経済開

発 

グリーンな再開発に

向けた主要工業団地

の大規模廃業・移転 

（出所）筆者作成 
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ただし、湘江流域の汚染の理念史のなかで、持続可能な開発に関心のある人だったら誰し

も耳にしたことのあるストーリーは見当たらなかった。それは、開発優先から環境重視への

転換というストーリーである。あるいは、「経済か環境か」という両者択一の構図から「経

済も環境も」という双方を追い求める姿勢に移り変わるというストーリーである。環境政策

の発展を語る際に、もしくは今日の言う持続可能な開発を強調する際に学者でも政策決定

者でもよくこのストーリーを使うであろう。このおそらく世界的に流布しているストーリ

ーは、湖南省の湘江流域においては通用しなかった。 

湘江流域において、湖南省政府の経済と環境の両立を求める姿勢は歴史を貫いて変わり

はない。また社会が貧しく混乱の中にあった 1970 年代前後でさえ、地方政府と地元の企業

は汚染の削減と経済便益の両方を図って、資源の回収利用を改善しようとした。 

変わったのは、なにが対処すべき汚染なのかへの答えである。そして汚染の定義が変化し

ていくにつれ、経済と環境との関係の中身は書き直されてきた。もう一度、表 3 を見よう。

汚染は企業の資源利用率の低さに起因するとみなされる時代において、技術の向上により

資源利用率を向上させれば、汚染物の排出が減るし企業利益にもなるという経済と環境の

両立が論じられていた。汚染の範囲が拡張し広域のインフラが必要になったときに、大型環

境プロジェクトが社会にもたらす経済便益が論じられていた。さらに、汚染という概念に、

人民のニーズや歴史的・政治的責任という次元が重なってきた際に、経済開発のあり方その

ものが問われていた。 

このように、湖南省政府は湘江流域の汚染問題のフレーミング60を度々やり直し、汚染問

題の起因、スケール、対処法を書き直してきた。汚染対策とは汚染をめぐる理念の具現化で

あるが、政府が汚染対策を実施していくうちに対策の限界もしくは想定外の結果が現れて

くる際に、理念は書き直される。 

たとえば、1990 年代末まで、湖南省政府は湘江流域の汚染は個々の工場による資源利用

率の低さに起因するものとして定義されたため、自然にそれへの対処法は工場の活動を改

善・制限することに主眼が置かれてきた。しかし、実際には、工場の廃棄物は点々と存在し

ているわけではなく、自然環境に広く影響するものである。個別工場における汚染物の回収

利用率を向上させても、広域の環境破壊を防止・改善する効果は限られるのであろう。その

汚染問題のスケールは、1990 年代末に見直されて、湖南省政府の文書のなかで広域の自然

環境破壊と書かれるようになった。また、2006 年以降、環境の質は改善されていたが住民

たちによる汚染問題への懸念が高まったことや中央政府の政策動向をうけ、湖南省政府は

汚染を単に自然環境へのリスクではなく、人間を中心に据えた汚染対策を課すようになっ

た。 

さらに、汚染を抑制しようと思って行った対症療法が逆に悪い結果をもたらすことはし

ばしば起きる。例えば汚染物排出料金の徴収は、Economy（2004）が指摘したように、かえ

 
60 佐藤（2019：35－36）の定義によると、フレーミングとは、「不確実性に一定の秩序

を与えて視野を切り取る境界線を規定する行為」である。 
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って汚染を温存する。企業にとっては料金を払っても汚染を排出するほうが採算がとれる

し、地方の環境保護部門にとって徴収された料金は財源となるからである。また、湘江流域

において、汚染企業を監視すべく地方都市の環境部門の職員が、企業の賄賂をもらい、汚染

を放任する事件もあった61。これらの環境保護という本来の意図から逸れた結果を自覚して、

補おうとするから、2012 年以降、湖南省政府は政府職員に対する責任制度を強化したので

あろう。つまり、意図と結果との間で隙間が生じるときに、政府は戦略的に学習する。意図

せざる結果をめぐる学習効果（佐藤 2016）が引き起されたため、政策理念は度々書き直さ

れ、湘江流域の汚染は改善に向かう。 

表 3 に書かれた汚染をめぐる政策理念は、いずれもとある時代に突然出現したり変異し

たりしたのではなく、長い醸成期間があったと考えたほうが妥当である。例えば、汚染は人

民の健康を脅かすことは 1970 年代からすでに発覚されているが、そのことがおのずと政策

の前面に出されるわけではなく、環境の客観的な質と住民の感受とのズレがますます拡大

していく過程においてその理念が徐々に熟し、そして 2006 年の大きな汚染事件の発生と中

央政府の政策指向が一押しとなった。要するに、政策理念の転換に関して、第一章で検討し

た中央政府の環境政策の指向、湖南省政府の自主的な取り組み、環境分野の国際協力などが

要因として挙げられる。加えて、李・黄（2017）が指摘した汚染事件で被害をうけた住民の

苦情申し立てとメディアの報道も要因となる。これらの一時の焦点となる出来事は、以前か

ら存在する問題認識を強め、理念の組み換えと進化を促した（キングダン 2017［2011］）。 

ただし、以上の要因が機能できる前提は、湖南省政府には環境保護という意図が存在する

ことである。その意図がなければ、汚染問題の深刻化や環境部門の汚職は「意図せざる結果」

ではなく、「開発至上の地方政府」にとって意図通りの結果になるのであるから、汚染をめ

ぐる理念の見直しはなされないはずである。 

こうして過去をさかのぼる作業から浮き彫りになったのは、開発至上主義から環境配慮

への転換というストーリーが過度に単純化されているという問題である。ここで、Economy

（2004）をはじめとする研究者によって語られてきた「開発至上の中国の地方政府」を再考

したうえ、本研究より得られる示唆を述べたい。 

 

4.2 「開発至上の地方政府」を再考する 

Economy（2004）によると、経済的に豊かで、地方政府の首脳は環境に強い関心をもち、

かつ国際協力を行っている地方でのみ汚染が改善される。その 3 つの条件が揃わない地方

では、地方政府は開発至上主義であるため、汚染問題を軽視する。 

 
61 2010 年、湖南省株洲市の環境保護局の元局長、文鉄軍は 130 万元の賄賂をうけていた

ことが発覚された。文は、環境保護局の重点監視企業であるはずの湖南株洲経仕集団と株

洲清水治化公司から高額な賄賂をもらい、これらの企業を取り締まず、生産活動の継続を

可能にした。また、汚染対策事業の入札に関して、文は仇勝強という人からの賄賂をもら

い、仇を入札に成功させるように暗に操作した（中国青年報 2011）。 
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Economy の本が出版した年、2004 年に大気の質が全国ワースト 10 に入った湘江流域は、

Economy からみると環境政策の実施が遅れている地域になるのであろう。しかし、改革開

放が始まったばかりの時でさえ、工業生産を担当し湖南省政府のなかでも一番経済発展を

重視するはずの工業局のリーダーでさえ、「汚染をなくし、環境を守る」と湖南省の工業企

業らに語り掛けた（陳 1981：7）。1970 年代から大量な汚染調査を発動し、数々の環境保護

研究所の設立に出資した湖南省政府は環境に無関心とはいえない。あえて 1970 年代以前の

汚染問題の「不在」に着目しても、それは地方政府が開発至上だから汚染問題に無関心であ

ったのではなく、当時の政治的な要因に大きく影響されたからである。 

それでは、仮に湖南省を環境保護の先進地域と見なした場合、Economy（2004）が提示し

た地方政府が汚染対策を推し進めるのに必要な 3 つの条件に当てはまるのか。まずは経済

的にみると、2021 年湖南省の一人当たりの平均所得は 31,993 元であり、全国の平均値 35,128

元よりやや低いくらいである（国家統計局 2022）。よって、湖南省は特に貧しくもなければ

富裕でもなく、経済的な側面からみると中国のなかでは標準的な地域である。 

また、湖南省政府の首脳の交代は頻繁であり、1970 年から 2022 年の間、湖南省の首脳は

15 人もおり、平均 3－4 年に一回首脳が交代される62。首脳はだれであろうが、湖南省政府

は一貫して湘江流域の汚染問題を取り組んできた。Economy（2004）の、地方の首脳が強い

環境保護のインセンティブを持つ理由は個人の昇進のためであるという主張も、湖南省政

府の場合には当てはまらないといえる。主要工業団地の廃業・移転を推し進めた許達哲は、

2018 年に省長に就任し、2021 年に定年退職したのである。彼による強力な汚染対策は自ら

の出世のためであるとは思えない。 

国際協力の視点から見ても、一時的な援助プロジェクトが、長年累積してきた問題として

の汚染をどのくらい改善できるのかは判断しづらい。本研究で紹介した円借款事業の事後

評価では、水汚染、大気汚染の状況を定量的に分析した結果によると汚染は改善されたが、

湘江の周辺住民に対して受益者調査を行ったところ汚染の深刻さを感じる人の割合は逆に

増えた（国際協力機構 2010）。測りにくい環境援助の効果を置いといて、そもそも円借款に

申し込んだのは、世銀融資に挫折しても汚染対策を推し進めたい湖南省政府である。 

経済が豊かになろうが、頻繁に交代される地方政府の首脳は誰であろうが、外国の援助を

もらおうが、本研究がみてきたように、湖南省政府が示す経済と環境の両立を図る姿勢は歴

史を一貫して変わりはない。中国において湖南省は経済的にも政治的にもごく普通な地方

であり、ここでの汚染問題は学術の世界でもあまり注目されない63。こういった地域でさえ、

貧しい時代から実現可能な環境と経済の両立の仕方を模索し続けてきた。 

 

62 1985 年からの『湖南年鑑』（湖南省人民政府編，湖南年鑑社出版）の情報を参照 
63 娄ら（2022）よると、最近 30 年間の中国の流域汚染研究で研究対象とされた地域を

統計した結果、中部・東部エリアにおいて湖南省、貴州省、海南省、広西チワン族自治区

に関する論文は比較的に少ない。娄ら（2022）は、研究対象として注目されるか否かは、

その地域は経済的に先進であるかに影響されると指摘した。 
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さて、本研究に対して、次のような反論が想定できる。湖南省政府が経済と環境の両立を

謳いてきたとしたら、湘江流域の汚染問題は 1970 年代に人々の視野に入ってから現在に至

るまで、消え去ることはないのがなぜか、と。 

たしかに、湖南省政府が文書に書いたものをすべて実現したと言い切れないし、計画を忠

実に実施すれば汚染は意図通りに改善されるとは限らない。だが、いままでの一部の研究が、

中国の環境問題を分析する際に直ちに地方政府の開発至上主義を責めるばかりで、環境政

策自体とその実施プロセスに潜む課題を見逃していた。その反面、Economy（2004）の主張

に異議を呈した Ran（2013）と Ran （2017）は、既存の環境政策におけるインセンティブ構

造や責任転嫁の仕組みが地方政府を環境問題に無関心のように仕立てていることを解明し

た。環境問題の出現と改善は、地方政府は開発至上主義であったからでも、そうではなくな

ったからでもない。本研究は開発至上の地方政府という想定を破ることに注力したのは、こ

れが理由である。 

また、湖南省政府が語ってきた汚染そのものを読み解くことで、汚染はなぜ歴史から消え

去らないのかがようやく明白になる。汚染問題に対する認識は、認識の仕方に即した特定の

対応を喚起するが、時代状況に影響されて政府の認識にはつねに限界がある。汚染を抑制し

ようと行った対症療法が逆に悪い結果をもたらすこともある。ただし、政府は開発至上だか

ら汚染を温存させるような環境政策を設けたわけではない。政府が意図したのは汚染を抑

え込むことであるが、その汚染を抑え込もうとする行為に想定外の結果が押し寄せてきた

のである。なお、たとえ汚染対策の実施により科学的な客観現象として汚染が改善されても、

人々の環境汚染に対する認知と関心は常にそれと同調するわけではない。円借款事業の事

後評価書のなかで、科学的な検証と住民の感受との間にこのようなズレがみられる。 

環境政策は単なる自然のために自然への働きかけではなく、人間が感じ取った問題と対

処するために人間社会を介して実施される（佐藤 2021）。そうであれば、それぞれの時代、

それぞれの社会を生きる人間が捉える汚染そのものを読み解く必要がある。左（2014：102）

がいみじくも批判したように、Economy は、「中国人が身をもって体験した生存というもの

を理解できず、外部から中国を解釈し、歴史の脈絡に入り込むことはできなかった」。大量

な二次資料に基つく Economy（2004）の本は、中国の環境問題を網羅的に分析したが、中国

人が求めてきた開発と環境の両立のあり方に接近せず、いままでの学者が歴史から抽出し

た「開発至上」の中国像を再生産したのである。そのような中国像をすんなりと飲み込む人

は、環境保護を唱えながらも、経済開発と環境保全との絶対的な対立という図式を無意識に

描いているのではないか。中国のみならず、ほかの途上国を対象にしたこのような想像はい

まだに生産されているのではないか。 

湘江流域の汚染をめぐる理念の変容を追うことにより、本研究は、それぞれの時代条件の

中で実現可能と考えられてきた経済と環境の両立の仕方を解明した。これを知ることで、

我々はようやく歴史に対する偏見をなくし、現代の持続可能な開発への示唆を引き出す地

点に立つことができる。 
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一点目の示唆は、中央政府の政策指向が変わろうが外国援助を受けようが、地方政府はそ

れらに揺さぶられずに、自らの地域における主要な汚染問題を特定し、対策をやりぬくこと

である。この点は中国にのみならずほかの途上国の地方政府にも適用できる。もし湘江流域

の汚染対策に何が特徴的であるかといえば、1970 年代に汚染問題が発覚されてから今に至

った、汚染対策の重心は変わらず一貫して工業による水汚染にあることである。第 4 次円借

款事業の時、日本側がもっとも関心をもつ分野は大気汚染であり64、大連市、重慶市、貴陽

市で円借款事業を実施する際に、中国政府が水汚染を主張したのに対して、日本の主導で大

気汚染対策を中心に行われた（森 2009）。だが、湖南省で実施された湘江流域の円借款事業

は水汚染を中心に行われた。そのような汚染対策が持続的になされたため、第一章で掲示し

た図 2 が描いたように工業廃水は減り続けた。そして現在、かつて中国でもっとも汚染さ

れた河川であった湘江の水質は「優」となった（湖南省生態環境庁 2022）。汚染は一朝一夕

で作り出されたものではないから解決までの道のりも長く、問題の焦点を定めて持続的に

対処する必要がある。 

二点目の示唆は、政策決定者や研究者らは、有限なリソースを活かせばできる環境政策に

目を向けるべきことである。途上国では、資金や技術が欠如しているとしても、行政管理の

強化や外国資金の導入などの手段はありえるし、すでに何らかの実践はされていると予想

できる。経済的に制限された状況のなかでそこにあるリソース活かした環境政策のあり方

とは何かを探るのに、良い学びの相手になるのは、先進国ではなくむしろ途上国であろう。

現在においても開発と環境の課題と苦戦している地域でこそ、持続可能な開発を実現可能

にするための経験が貯まる。経済的に豊かではない地域社会は開発優先だと暗に想定する

ではなく、その地域社会はいかに環境と環境の両立を求めてきたのかを掘り起こす価値が

ある。このような作業は、地域社会に生きる人間が望む開発を理解するために不可欠であり、

環境政策そのものを見直す糸口にもなる。いままで環境政策は、なにを対処すべき問題とし

て設定し、どのような側面を見落としたか。環境政策はだれにどのような権力を与えて、そ

れはかえって問題を作り出すではないか。これらのことを常に問い直す必要がある。 

しかし、汚染問題を「開発至上主義」に帰結してしまうと、もしくは貪欲に目先の利害へ

没頭する政府を犯人にしてしまうと、環境政策そのものの限界が見えなくなる。加えて、そ

の地域に生きる人間が望む汚染のない環境も理解できない。そして、環境問題の改善を易々

と開発至上主義から環境配慮への転換による成果と描き、経済成長や技術の進歩による功

に帰結してしまうと、現にグリーンだと思われる再開発に潜む次なる脅威もみえなくなる。 

地域社会の文脈に潜り込んだ環境問題の分析をするには、環境問題を安易に開発の意図

のせいにしないことが前提となる。本研究は、歴史を辿り湖南省政府の言葉を使って、「開

発至上の地方政府」という色眼鏡を外す作業であった。 

 
64 日本は環境分野の ODA 供与額を大幅に増加した背景には、中国の酸性雨は日本に影

響を及ぼすという懸念が高まったことがあるから、日本は特に大気汚染対策に対する援助

を重視する（森 2009）。 
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4.3 今後の研究課題 

本研究は、環境政策そのもの問題を温存する可能性を提示した。環境問題に対する認識と

その認識に即した対処法は、いかなる政策プロセスとアクターの相互作用のなかで定めら

れるかについて、さらに分析する余地がある。そのプロセスを分析することは、既存の環境

政策をめぐる権力構造を読み解くことにつながる。とある事象を「問題」として定義し、そ

して問題の起因と解決法を決定することは大いなる権力である。環境問題は自然に成り立

つではなく、人間がそれを問題視するから政府のアジェンダに上がる。そこで問題の解決策

として仕立てられた環境政策は、自然環境にだけではなく人間社会に影響を及ぶ。よって、

環境政策をめぐる権力構造はいかなるものかに関心を払うことが重要である。 

また、すでに述べたように、環境問題と対処しようと思って行った対症療法が逆に悪い結

果をもたらすことはしばしばある。汚染料金の徴収は地元の環境部門にとっての財源であ

るため、汚染企業を徹底的に取り締まることをしない可能性がある。また、環境汚染と対処

するため環境部門の職員に与えた権力は大きくなったことで、一部の職員が汚染企業から

の賄賂をもらい癒着関係が結成した。本研究が力を入れて論じたのは、政府は開発至上だか

らそのような仕組みを設けたわけではないことであるが、なぜそのような想定外のことが

生じたかについて論じなかった。汚染を抑え込もうとする行為に想定外の結果が押し寄せ

てくる仕組みを考察することは大事であろう。その考察は、環境政策の見直しと改善につな

がる。 

第三に、本研究で、湖南省の民衆は政策変容にいかなる影響を与えたかを直接に分析しな

かった。とはいえ、中国の環境政策の変容を分析した先行研究を閲覧すると、しばしば登場

するアクターは、近代化の教訓を学び環境制度の整備に力を注ぐ中央・地方政府と、先進的

な技術と資金を中国に援助する外国と国際開発機関である。環境ガバナンスへの住民参加

をめぐる研究はあるが、環境分野の NGO 活動が活発になる 1990 年代まで、中国の民衆は

しばしば環境意識の目覚めが遅く、啓発が必要な弱者として描写される（例えば、頼・曹

2021，涂 2018）。しかし、湖南省の史料を漁ると、民衆による汚染への対処行動は歴史のな

かで散りばめられている。また、汚染の被害を受けた民衆は黙っていたのではなく、汚染源

となる工場に抗議に行ったり、政府と対話し汚染対策の強化を求めたりした（湖南省地方誌

編纂委員会 2003）。まだ飢えている時代から、現在のある程度豊かになった時代に至るまで、

民衆の汚染に対する行動は途絶えることはない。民衆は本当に環境意識の目覚めが遅く、啓

発が必要な弱者であったかと異議を唱えすべきである。 
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付録１ 湘江流域の行政区分 

 

省級行政区 市級行政区 県級行政区 

湖南省 長沙市 

（省都） 

芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区、长沙県、宁乡

県、浏阳市 

株洲市 荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区、株洲県、攸県、茶陵県、炎陵県、

醴陵市 

湘潭市 雨湖区、岳塘区、湘潭県、湘乡市、韶山市 

衡陽市 珠晖区、雁峰区、石鼓区、蒸湘区、南岳区、衡阳県、衡南県、衡山

県、衡东県、祁东県、耒阳市、常宁市 

郴州市 北湖区、苏仙区、桂阳県、宜章県、永兴県、嘉禾県、临武県、汝城

県、桂东県、安仁県、资兴市 

永州市 零陵区、冷水滩区、祁阳県、东安県、双牌県、道県、江永県、宁远

県、蓝山県、新田県、江华県 

娄底市 娄星区、冷水江市、双峰県、涟源市 

邵陽市 邵东県、新邵県、邵阳県、新宁県 

岳陽市 湘阴県、汨罗市 

（出所）湖南省人民政府（2013b）をもとに筆者作成 
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付録２ 湘江流域の汚染に関する年表65 

 

1953年 清水塘工業団地は国家第１年 5ヵ年開発計画の重点プロジェクトとして建設された 

1956年 湖南省農薬場による地下水汚染事件 

1957年 湖南省衛生防疫部門は湘江の水質をテストした 

1961年 冷水江锡矿山鉱務局による水汚染事件 

1963年 湖南省労働衛生研究所は湘江の水質をテストした 

1964年 湘潭市のマンガン鉱による汚染事件 

1971年 株洲市政府は工業汚染源調査を行った 

1972年 8月、湖南省政府のなかで「三廃治理組」が設立された 

9月、湖南省革命委員会は、湘江の汚染を中心とした三廃座談会を開いた 

1973年 湖南省衛生局は、省内の河川の汚染調査を実施した 

1975年 1月 21日、湖南省革命員会環境保護領導小組と湖南省環境モニタリングセンターが

設立された 

7月 24日、湖南省組織部の批准により、湖南省環境保護研究所が設立された 

同年、株洲製錬場の廃水処理プロジェクトが完了した 

1976年 3月、湖南省環境保護弁公室の指示により省内の地上水のモニタリングが開始した 

1977年 5月、湖南省革命委員会は、「環境保護に関するいくつかの決定（关于环境保护若干

问题的决定）」を公表した。これは湖南省初めての環境保護に関する行政規定であ

る 

1978年 中国科学院地理研究所による湘江汚染調査 

10月、中央政府の国家環境汚染期限付き対策事業の開始により、湖南省では株洲製

錬場の廃水回収をはじめとする６つの事業が実施された 

12月、湘江水系保護委員会が設立された 

1979年 2月、湖南省革命委員会は、「湘江水系保護臨時条例（湘江水系保护暂行条例）を公

表した 

5月、湖南省環境保護局は 36の研究機関を招待し、「湘江汚染総合対策科学研究計

画（湘江污染综合防治科学研究计划任务书）」を起草した。湖南省人民代表大会常

務委員会は「湖南省環境保護暫定条例（湖南省环境保护暂行条例）」を公表した 

6月、湖南省計画委員会、建設委員会、経済委員会、環境保護局は「湖南省建設プ

ロジェクトの環境保護管理弁法（湖南省建设项目环境保护管理办法（实施细则））」

を策定した 

7月 26日、湖南省環境保護弁公室は省レベルの機関となった 

 

65 出所：湖南省地方誌編纂委員会（2001）、湖南省地方誌編纂委員会（2003）、李・黄

（2017）、黄（2022）をもとに筆者加筆 
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8月、湖南省環境保護技術学校が設立された 

8月、湖南省環境保護局は、湘江流域の工業汚染調査を組織した 

10月 17日、湖南環境科学協会が設立された 

1980年 1月、湖南省人民政府は「湖南省における汚染排出料金の暫定措置（湖南省排污收

费暂行办法）」を公表した 

1981年 5月 6日、湖南省人民政府は「湖南省期限付き汚染対策プロジェクト：第 1次（湖

南省第一批限期治理污染项目）」を公表した 

5月、湖南省経済委員会、建設委員会、環境保護局は、22社の企業、冶金局、燃料

産業局などによる優れた環境管理に対して、初めて賞を授与した 

10月 1日から 11月 10日まで、湖南省環境保護局、建設委員会、農業委員会、環境

科学協会は「中国自然保護展」を主催した 

1982年 8月、湘江流域におけるいくつかの汚染調査研究は、国レベルの研究プロジェクト

となった 

1983年 2月、湖南省人民政府は「湖南省における汚染物質排出料金および環境汚染罰金の

徴収に関する実施方法（湖南省征收排污费和污染环境罚款实施办法）」を公表した 

5月 14日、湖南省建設委員会、環境保護弁公室、人民防空弁公室が合併し、湖南省

都市農村建設環境保護局となった 

7月、湖南省は HCHや DDTなどの有機塩素系農薬の生産と使用を停止した 

8月、省内の酸性雨調査が開始した 

1984年 4月 25日、湖南省都市農村建設環境保護局は、第２次の期限付き汚染対策プロジェ

クトを公表した 

7月、長沙の第１汚水処理場が建設された 

10月 10日、湖南省環境保護工業協会は創立された 

10月 13日、都市農村建設環境保護局は省レベルの局として、湖南省環境保護局を

再編成された 

12月、湖南省環境保護研究所と環境モニタリングセンターは、「湖南省の穀物の農

薬（666、DDT）汚染に関する調査と研究」を実施した 

1985年 6月、湖南省環境保護局は、長沙市を省内の都市環境総合対策のパイロット都市と

した。湖南省人民政府は湖南省初の環境保護記者会見を開催した。湖南省で初めて

「世界環境デー」の宣伝キャンペーンを開催した 

9月、省環境保護局と省工商銀行は共同で「汚染物質排出費と環境汚染罰金の徴収

と使用に関する規則（关于收取和使用排污费和环境污染罚款的规定）」を公表した 

10月、省環境保護局は省内の「建設プロジェクトの環境影響評価証明書（建设项目

环境影响评价证书）」を発行した 
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1986年 1月、湖南省工業汚染源調査弁公室が設立された 

3月、湖南省環境保護局は「湖南省の放射能調査（湖南省天然放射性水平调查）」を

組織した 

8月、湖南省汚染排出料金徴収管理局が設立された 

10月、長沙、湘潭、株州、邵陽、岳陽、楼迪などの都市で 13の「スモッグフリー

のまち（无黑烟街区）」がつくられた。湖南省人民政府は岳陽石油化学総合工場に

「清潔で文明な工場（清洁文明工厂）」の称号を授与した。1995年までに、省内の

合計 13社の企業がこの称号を獲得した 

1987年 2月、湖南省環境保護局は第 3次の期限付き汚染対策プロジェクトを公表した 

同年、湖南省の国民経済発展計画のなかに、湘江流域の汚染対策計画が初めて書き

込まれた 

1988年 1月、市レベルの環境保護局の局長は、省の環境保護局の局長である範明と、環境

保護目標に関する責任書に署名した。湖南省環境保護局は「環境監督証明書」と

「環境監督証明書」を発行した 

2月、湖南省環境保護局、労働人力資源局、衛生局は「湖南省の清潔で文明な工場

の管理措置」を発表した 

4月、湖南省湘潭市は、汚染物質排出申告登録および汚染物質排出許可制度を実験

するパイロット都市となった 

同年、湖南省環境保護局は世界銀行の融資獲得をめざし、計画をつくり始めた 

1989年 1月、湖南省環境保護局、財務局、工商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行は「汚

染源管理の特別基金の使用に関する暫定措置（污染源治理专项资金使用暂行办

法）」を発表した 

3月、省環境保護局、郷鎮企業局、省経済委員会、省工商総局は、省内の郷鎮企業

の汚染と環境影響調査を実施すべきであると通知した 

7月、湖南省基準局は「湖南省大気汚染物質排出基準（湖南省大气污染物排放标

准）」を公表した。湖南省政府の企業管理運営委員会は、企業の評価に環境保護指

標を含めることを決定した 

1990年 3月、湖南省党委員会宣伝部、環境保護局、司法局、法務局は、副局レベル以上の

従業員は皆、環境保護制度の「中華人民共和国環境保護法」、「水質汚濁防止法」、

「大気汚染防止法」、「騒音公害防止法」を勉強し、4月 1日から 5月 10日にかけて

試験を行われる旨を通知した 

5月、湖南省人民政府は第 4次の期限付き汚染対策プロジェクトを公表した 

7月、省環境保護局の局長祁叔和とチーフエンジニアの曾北危は、北京で世界銀行

中国事務所の職員と会談した。その後、湖南省環境保護局は、世界銀行の環境保護

融資を申請する旨を国家環境保護局に報告した 

8月、湖南省政府は、都市環境総合対策の定量的評価の範囲を 14都市まで拡大した 
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9月、湖南省環境保護局は「1989年湖南省環境状況公報」を発表した 

10月、湖南省環境保護局と教育委員会は、小中学校の環境教育に関する経験交流会

を開催した 

1991年 8月、湖南省財政局、科学技術委員会、環境保護局は「湖南省環境保護科学技術基

金管理方法（湖南省环境保护科技基金管理办法）」を発表した。 

10月、中国環境科学出版は初の「湖南環境モニタリング年鑑」を発行した 

1992年 4月、同年、湖南省の長沙、湘潭、衡陽、岳陽を国家環境監督員制度のパイロット

都市なった 

6月、湖南省環境保護局はこの年から湖南省の定期的な環境モニタリングに、酸性

雨を含めることを決定した 

9月、湖南省環境保護局と経済委員会は「湖南省の環境保護のための最善の実用的

な技術のガイドライン（湖南省环境保护最佳实用技术项目指南）」を発行した 

11月、長沙市は国務院から「1989年から 1991年までの都市環境の総合改善都市ト

ップ 10」の称号を授与された 

同年、省環境保護局は、水質汚染物質排出の申告と登録制度を推進した 

1993年 春、湖南省環境保護局は国家計画委員会と国家環境保護局に、湘江環境対策プロジ

ェクトを円借款プロジェクトに変更するよう申請した 

8月と 9月に、湖南省人民代表大会の常務委員会と省政府は、省内における環境法

の執行を視察した 

9月、人民代表大会副主任の余海超と副省長の周博華がチームを率いて、「環境保護

法」と「野生動物保護法」の施行を視察した 

12月、省環境保護局と省財政局は、徴収した汚染排出費を自らの資金に用いること

を決定し、一部を環境モニタリングの設備の購入に使うことにした 

1994年 1月 17日、湖南省人民代表大会常務委員会は「湖南省環境保護条例」を可決した。 

2月 17日、岳陽市窒素肥料工場からアンモニアガスが漏れ、工場内の 3人が中毒死

し、近隣の村民 100人以上が入院した 

3月、湖南省汚染排出料金徴収管理部が環境保護局に直属する機関となった 

3月、「湘江流域汚染対策」は第４次円借款の候補プロジェクトとなった。日本の海

外経済協力基金の代表団が予備調査のために中国を訪問した。湖南省環境保護局の

チーフエンジニア曾北危は、北京で日本側と交渉した 

9月、国務院環境保護委員会と全国人民代表大会環境資源保護委員会は湖南省を訪

れ、環境保護法の執行状況を視察した 

1995年 9月、湖南省計画委員会と環境保護局は、岳陽市で円借款事業に関する初の作業会

議を開催した 

1996年 8月、湖南省人民政府は「環境を汚染した一部の小企業の廃業を断行する通知（关

于坚决取缔和关停一批严重污染环境的小型企业的通知）」を公表した 
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1997年 円借款による「湖南省湘江流域環境汚染対策事業」が始まった 

1998年 8月、湖南省人民代表大会は「湖南省湘江流域における水質汚染の防止と管理に関

する条例（湖南省湘江流域水污染防治条例）」を可決した 

2002年 衡陽市で地下水の砒素汚染による飲料水中毒事故が発生した 

2003年 8月 18日、湖南省政府は、「湖南省湘江の長沙、湘潭、株洲区域における生態経済

圏の建設と保護プラン（湖南省湘江长沙株洲湘潭段生态经济带建设保护办法）」を

公表した 

2004年 湖南省は「湘江流域の水質汚染の防止と管理をさらに強化する通知（湖南省人民政

府关于进一步加强湘江流域水污染防治工作的通知）」を公表し、32億元を投資した 

2005年 湖南省人民政府は「2005-2007年湖南省環境保護三カ年行動計画」を発表し、プロ

ジェクトは主に湘江流域にある 

2006年 1月 2日、湘江カドミウム汚染事件 

1月 8日、株洲市新馬村でのカドミウム汚染事件 

6月、湘江流域の主要都市、長沙市、株洲市、湘潭市政府の第 1回合同会議で、3

市の市長は「長沙、株洲、湘潭の地域協力のための枠組み（长株潭区域合作框架协

议）」に署名し、3市の環境保護局は共同で「長沙、株州、湘潭の環境保護協力に関

する協定（长株潭环保合作协议）」に調印した 

9月 8日、岳陽浩源化学会社による飲料水汚染事件 

同年、湖南省環境保護局は「第 11次 5カ年計画期間における湘江流域におけるカ

ドミウム汚染対策の特別計画（湘江流域十一五镉污染防治专项规划）」を制定した 

2007年 湖南省政府は、「第 11次 5カ年計画期間における湘江流域における水質汚染対策

（“十一五”湘江流域水污染防治规划）」を制定した 

長沙市、株洲市、湘潭市は、中国初の「資源節約型、環境友好型」社会のパイロッ

ト地域として国務院によって承認された 

2008年 4月 8日、湖南省政府の執行会議は、「湘江流域における水質汚染の総合的な制御の

ための実施計画」を議論し、3年間で 174億元を投資して、851の汚染企業を集中

的に改善することを計画している 

6月 2日、湖南省の省長周強は、湘江流域汚染総合対策会議で、「湘江流域の水質汚

染対策の 3カ年行動計画」を説明し、「東のライン川に」という目標を掲げた 

2009年 2月、湖南省党委員会と省人民政府は、国務院に湘江流域の総合管理について報告

した 

3月、胡国初と他の 8人の湖南省全国人民代表大会の代表者は、第 11回全国人民代

表大会で湘江流域の重金属汚染の総合対策を提案した。中国人民政治諮問会議の第

11回全国委員会のメンバー、湖南省環境保護庁の副庁長である潘碧灵は、湘江流域

の汚染対策を国家事業にすると提案した 

4月、国家発展改革委員会、環境保護部、科学技術部などからなる視察団が湘江流
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域を視察した 

7月、国は湖南省が湘江の重金属汚染を処理するための特別計画の準備を担当する

ことを承認した 

7月、瀏陽湘和化学工場の違法生産により、周辺の土壌カドミウムが基準を大幅に

超過し、中毒事件が起きた 

8月、湖南省政府は重金属汚染について大規模な調査を実施した 

9月、中央政府からの視察団は再び湖南省に来た 

2010年 中央政府は湘江流域の汚染対策プロジェクトに 5.2億元を投資した 

2011年 3月 18日、国務院は「湘江流域重金属汚染対策実施プラン（湘江流域重金属污染治

理实施方案）」を批准した 

7月 22日、湖南省政府は湘江流域の重金属汚染対策に関する作業会議を開いた 

2012年 6月、湖南省政府は「湘江流域重金属汚染対策実施プラン 2012-2015年（『湘江流域

重金属污染治理实施方案』工作方案 2012-2015年）」を公表した 

9月 27日、第 10回湖南省人民代表大会常務委員会第 31回会合で「湖南省湘江保護

条例」が可決された 

12月、湖南省政府は 10の環境保護プロジェクトの建設を提案し、湘江流域の重金

属汚染対策が含まれた 

2013年 9月には、杜家豪省長を委員長とする湘江保護調整委員会と湘江重金属汚染管理委

員会が設立された。9月 22日、湘江流域の重金属汚染対策に関する合同会議で、湘

江の汚染対策は湖南省政府の「第 1の重点事業」となった 

11月 3日から 5日にかけて、習近平主席は湖南省を視察し、「生態系のすべての

山、川、草、木をよく保護する」ように指示した 

同年、湘江流域の汚染対策の第１次「三カ年行動計画」が始まった 

2014年 4月 14日、湘江保護管理委員会の第 1回会合 

9月 26日、湘江保護管理委員会の第 2回会合 

9月 30日、湘潭・竹埠港におけるすべての化学工業の企業がなくなった 

2015年 湖南省政府は、「水環境保護の行政責任制度の実施に関する通知（在湘江流域推行

水环境保护行政执法责任制的通知）」を公表した 

2016年 4月、湘江流域の汚染対策の第 2次「三カ年行動計画」が公表された 

11月 5日、湖南省第 11次共産党大会で、湘江の保護と管理を突破口として湖南省

全体の生態環境の改善を図ることが指摘された 

2017年 湖南省政府は、「湖南省水質汚濁対策の行動計画：2017年度実施プラン（湖南省水

污染防治行动计划 2017年度实施方案）」を公表した 

4月、中央政府からの第 6環境保護監督チームが湖南省の状況を視察し、76の生態

環境問題を湖南省政府に指摘した 
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2018年 湖南省政府は、「『湖南省湘江保護条例』の行政処罰裁量基準（『湖南省湘江保护条

例』水行政处罚自由裁量权基准）」「『一湖四水』生態環境総合対策計画の調整・推

進に関する通知：2018—2020年（统筹推进『一湖四水』生态环境综合整治总体方

案：2018—2020年）」、「湖南省汚染対策のための 3カ年行動計画：2018—2020年（湖

南省污染防治攻坚战三年行动计划：2018—2020年）」、「湖南省の生態保護のレッドラ

イン（湖南省生态保护红线）」などを公表した 

12月 31日、清水塘団地における企業はすべてなくなった 

2019年 湖南省政府は、「湖南省における重要な生態環境の保護と修復のための資金管理の

規則（湖南省重点生态保护修复治理资金管理实施细则）」などが公表された 

2020年 「湖南省湘江流域の生態補償に関する暫定措置（湖南省湘江流域生态补偿、水质水

量奖罚暂行办法）」、「川沿い化学企業移転・改造の実施計画（湖南省沿江化工企业

搬迁改造实施方案）」、「河長制度の推進に関する実施意見（全面推行河长制的实施

意见）」「湖南省水資源開発および利用管理の規則（湖南省水资源开发利用管理条

例）」、「2020年湖南省生態環境をめぐる法則執行の計画（2020年湖南省生态环境执

法工作计划）」「湖南省生態環境のモニタリング・ネットワーク建設の実施プラン

（湖南省生态环境监测网络建设实施方案）」、「湖南省の主要汚染物質の排出権に関

する管理方法（湖南省主要污染物排污权有偿使用收入征收使用管理办法）」、「湖南

省レベルの環境保護と汚染対策のための特別基金の管理措置（湖南省省级环境保护

与污染防治专项资金管理办法）」などが公表された。 

2021年 湘江流域の水質は 98.7%の確率で優に達していた 

7月、湘江保護調整委員会と湘江重金属汚染管理委員会は、湘江保護処理委員会に

統合されました 

湖南省人民政府は、「第 14次 5カ年計画期間における湖南省の生態環境保護（湖南

省『十四五』生态环境保护规划）」、「第 14次 5カ年計画期間における湖南省の天然

資源開発（湖南省『十四五』自然资源发展规划）」、「第 2次湖南省河川沿い 1km以

内の化学工業企業の移転・改造リスト（第二批湖南省沿江 1公里范围内化工生产企

业搬迁改造名单）」、「化学工業企業の移転・改造に関する特別補助金の管理措置

（湖南省沿江化工企业搬迁改造专项补助资金管理办法）」などを公表した 
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